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【調査・事例報告】 

 

第四次産業革命における 

ものづくり産業の課題と新たな価値の創造 

北條 規 
大正大学 地域構想研究所 教授 

 

（要旨）長い年月をかけて歴史と風土の中で育まれ、先人達のたゆまぬ研鑽や努力に

よって磨かれたものづくり産業は、人々の暮らしの向上と共に日本の文化や地域経済

を支え、やがて「メイド・イン・ジャパン」として世界に誇れる品質・技術力の高さ

を持つようになり、わが国の経済発展に大きく寄与してきた。しかし今、ものづくり

産業の多くは、存続が危ぶまれるほど厳しい状況にある。産業の衰退は雇用の悪化、

地域社会そのものの崩壊につながりかねない危険水域に入ったといえる状況である。

そのような中、世界は「第四次産業革命」と呼ばれる IoT、ビッグデータ、AI等の時代

に突入し、我が国のものづくり産業が大きな変革に直面している。本稿では、それら

の時代の潮流を取り上げると共に、苦境の中で地域を担う地場のものづくり産業の技

術技能の継承、産地革新への取り組み事例を紹介し、産業振興について考察する。 

 

キーワード： 地方創世、地場産業、伝統工芸、第四次産業革命、Society5.0 

 

 

１．はじめに 

 

2014年に始動した地方創生の施策の中でも、地域

経済を担う産業振興は大きな課題となっている。も

のづくり産業（伝統的工芸品や地場産品）の多くは

地域の中小零細企業によって生産されており、生産

の過程で調達する原材料や部品、製品などのモノの

循環や、域内で仕事を分業する流れの中で発生する

お金の循環、さらには雇用の地域内創出など、地域

経済を推進する大きな役割を果たしている。 

2016年、世界経済の動向に大きな影響を与える世

界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)がス

イスで開催され、「第四次産業革命」が大きく取り

上げられた。18 世紀半ばから 19 世紀にかけて英国

で蒸気という新しい動力が発明され、ものづくりに

機械化が進んだ第一次産業革命。続く第二次産業革

命では石油・電気による大量生産が実現し、第三次

産業革命ではコンピューターによる自動化が進ん

だ。そして、第四次産業革命ではさまざまなモノが

インターネットにつながり、人工知能やロボットが

人間に代わり仕事をするようになるといわれてい

る。その第4次産業革命の核になるのはIoTとAIと

いう 2つの革新的技術であるが、新しい時代の科学

技術のあり方を考えたとき、人間ならではの独創性

や感受性はもとより、量産化の機械では作り上げる

ことができない手仕事の技術力は、新たな製品開発

につながる可能性もある。量産化されて製造された

工業製品は、市場で短期間のうちに価格競争に入

り、値下がりしたりするが、地方に息づく伝統的工

芸品のように、地域に根付いた伝統的な技を何代に

も渡って継承しながら、人の手をかけた製品は、訪

日外国人をはじめ、海外から価値が高く評価されて

いるものも多い。 

 本稿では、政府の政策提言等から、製造業全体の

現状と課題を読み取り、第四次産業革命やグローバ

ル化が進む中でのポイントを整理する。そのうえ

で、ものづくり産業（主に暮らしの中で使われる道

具を手仕事の技術を活かして生産している地場産業

と、伝統的な技を今に伝える伝統的工芸品産業）を

取上げ、人材不足の環境下での人材確保、職人が持

つ技術・技能の未来への伝承、新たな付加価値を創

出し、持続可能な産地につなげていく活動事例を紹
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介しながら、第四次産業革命下での地場のものづく

り産業の振興を考察する。 

 

２．「第四次産業革命」に直面する日本の製造

業の現状と課題 

 

（１）製造業の変遷 

2019年 5月に発表された総務省の「通信利用動向

調査（2018年版）」によると、我が国のインターネ

ット人口普及率は 2018 年で 79.8％に達しており、

高齢者でも年々普及率は高まっている。世界でもス

マホやタブレット機器の普及により、2020 年には

500 億以上のヒトとモノがインターネットにつなが

ると予想されている。こうした中、世界各国では21

世紀の産業革命（第四次産業革命）ともいえる「イ

ンダストリー4.0」の大きな潮流が広がっている。

その世界的なスケールで動き始めているこの流れが、

暮らしや社会はもちろんだが我が国の製造業に大き

な影響を与えようとしている。 

図－１ インターネット利用者数・人口普及率 

＊出展：総務省「通信利用動向調査」 

 

さて、世界各国がデジタル化に本格的に加速して

いく時代の転換期にあたり、直前期の平成時代の製

造業について振り返ってみる。 

平成元（1989）年、日本はバブル景気の最盛期で

12月 29日の納会時には日経平均株価が 38,957円 44

銭の史上最高値を記録し、資産価格のバブル化の真

っ只中に平成時代がスタートした。しかし、バブル

景気による過剰な経済拡大期があり、その反動とし

て大幅な資産価格下落や金融収縮の「バブル崩壊」

が起こるのである。不良債権を抱えた金融機関の破

綻から始まった景気の冷え込みが長期間続いた。 

そして、2008年にはリーマンショックの直撃を受

ける。世界の株式市場は大暴落し、この衝撃から、

一時的に世界中で「需要消失」が起こり、製造業の

生産が止まり、金融危機から始まり、製造業の危機

にまで発展した。この間、記録的な円高や海外新興

国の台頭で製造業は空洞化が進み、我が国の経済は

「失われた 20 年」とも「30 年」とも表現される長

い低成長時代を経験する。 

2011年には東日本大震災が発生し、経済は記録的

な落ち込みとなったのに加え、欧州債務危機による

市場悪化など多くの危機に直面しながら、世界の製

造業を取り巻く構造変化に対応することとなった。

ここまでの平成時代を振り返ると、このバブル崩壊、

リーマンショックなどの後遺症に苦しみ、経済の低

迷と再生に喘いだ時代だったといえるだろう。 

2013年以降は、アベノミクス効果があらわれ、経

済の低迷状態から企業収益改善や賃金引き上げなど

の好循環が生まれ始めた。また IT 化の進行のほか、

インバウンド需要の拡大など国内産業は平成時代の

30年間に大きく変容した。 

図－２ 製造業の業況の変化 

＊出典：「ものづくり白書2019」 

 

平成 30 年間の我が国製造業について、経済産業

省が毎年行っている工業統計（経済センサス活動調

査）によると、1989 年（平成元年）、従業者数 4 人

以上の事業所数は 42 万 1757 カ所、従業者総数は

1096 万人。製造品出荷額等は 298 兆 8931 億円だっ

た。最も多かったのが電気機械器具の 50兆 8755億

円、輸送用機械器具 42兆 1073億円、一般機械器具

29兆7687億円、化学工業22兆1468億円、食料品21

兆 9403 億円と続く。家電をはじめ、エレクトロニ

クス業界の最盛期で、自動車産業とともに産業の中

心を担った。 

2018年（平成 18年）になると、事業所数は 18万

7000 カ所（2016 年：19.1 万）と大幅に減少してい

る。従業者総数は763万5444人と3割減、製造品出

荷額はリーマンショック前の 335 兆円には届かなか

ったものの、317兆 2473億円（2017年）右肩上がり

となっている。輸送用機械器具製造業が 67 兆 8716
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億円とトップで、以下食料品製造業 28兆 8239億円、

化学工業 28兆 6435億円、生産用機械器具製造業 20

兆 3686億円、鉄鋼業 17兆 5208億円と続く。 

図－３ 平成以降の製造事業所数と１事業所当たり 

付加価値額の推移 

＊出典：ものづくり白書2019：経済産業省「工業統計」 

 

平成時代の製造業の環境は、デジタル化・モジュ

ール化によって、自動車業界は従来型のピラミッド

構造からグローバル型の網の目構造へ大きな構造変

化に直面変革、近年では、アベノミクス下での企業

収益改善や、人手不足の深刻化も背景として、ITや

デジタル技術を活用した自動化・省力化によるビジ

ネスモデルへの変革の重要性が顕著になってきてい

る。 

 

（２）「第四次産業革命」の潮流 

さて、「技術大国」「ものづくり大国日本」とも

言われたのも過去の話である。新興国の先進的な製

造業の躍進によって、日本の製造業は低迷しており、

新興国の低コスト生産、日本国内の少子高齢化によ

る労働人口減少など、これまでにない壁に直面して

いる。平成の厳しい時代の中、製造業は生産性を高

め、我が国経済を支え続けてきた。しかしながら、

国内製造業の事業所数は半減し、製造業が国内 GDP

に占める割合も減少傾向にあり、1989年には26.5％

から、2009 年には 19.1％となり一時 20％を割り込

み、2017年には20.7％まで何とか回復している状況

である。2018年度における我が国の GDPは約 542兆

円で、その２割の約 100 兆円を製造業が占めている。

日本経済にとっては 2割という数字以上に、製造業

の他産業への高い波及効果という面で大きな意味合

いを持っている。国内では製造業はサービス業につ

いで第二位の産業であり、地域の中核となって地方

創生を支えていく産業である。 

 

図－４ 製造業のGDP構成比の変化 

＊出典：ものづくり白書2019：内閣府「国民経済計算(GDP統計)」 

 

しかし、ものづくり大国として何とか踏ん張って

いる製造業も戦後最大の壁に直面しているといって

も過言ではない。それが「第四次産業革命」である。

そのインパクトを創ったのが 2011 年にドイツ政府

が打ち出した国家プロジェクト「インダストリー

4.0」だ。生産や流通の現場をネットワークで繋ぎ、

デジタル化、バーチャル化、自動化して生産性を向

上させる「スマートファクトリーの実現」を目指し

ている。インターネットの爆発的な普及が進む中、

多くの場面で人手を必要とせず、製造プロセスや情

報分析をAIやIoTに置き換えることで、高く安定し

た品質の製品を、より低コストで市場へ供給できる

可能性がある。ドイツに限らず、2014年にはアメリ

カ企業のコンソーシアムが「インダストリアル・イ

ンターネット・コンソーシアム」を立ち上げる。ド

イツがものづくりのスマート化を重視するのに対し、

アメリカはすべての産業を対象に IoT の力で産業革

命を起こしていく考えである。さらにこの大潮流を

ドイツ、アメリカで構築する動きになっているとこ

ろに、中国の「中国製造 2025」やインド等もアプロ

ーチをしてきている。新興国も含めて世界で工場の

自動化に取り組む先進的な製造プロセスが次々と出

ており、5G通信の普及によってさらに加速していく

と考えられている。 

世界の製造業がこの「第四次産業革命」という潮

目の中、我が国の製造業もこの流れに乗らなければ

なければならない時代になっている。世界的な潮流

にあるデジタル・テクノロジーのプラットフォーム

に日本の製造業が参加できなければ、グローバルビ 

ジネスに取り残される可能性が高いといわれている。 
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   図－５ 第4次産業革命に係る主要国の取組等 

＊出典：総務省「第 4次産業革命における産業構造分析と IoT・AI等

の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」（平成29年） 

 

３．第四次産業革命とスマート社会「Society 5.0」 

 

（１）「第四次産業革命」とは 

人類は革新的なイノベーションを繰り返してき

た。18世紀末以降にイギリスで起こった第一次産

業革命では、水力や蒸気機関を動力として機械化

し、作業能率を大幅に上昇させることに成功する。

20世紀初頭にアメリカとドイツを中心に起こった

第二次産業革命では、分業に基づく電力を用いた大

量生産が可能になったほか、化学技術の革新も進ん

だ。その後 1970年代初頭のコンピューターによる

自動化、効率化が第三次産業革命とよばれるように

なった。 

そして現在、人類は全く新しい時代へ向かおうと

している。それが第四次産業革命だ。IoT、ビッグ

データ、AI等によるデジタル・ テクノロジーの利

活用による技術革新によってあらゆるモノがインタ

ーネットにつながり、そこで蓄積される様々なデー

タを、人工知能などを使って解析し、思いもつかな

い新たな製品・サービスの開発が生まれてくる。そ

れに伴い、製造する製品も販売もサポートする方法

も、劇的に変化するといわれている。 

図－６ 新産業構造ビジョン 

＊出典：2017年経済産業省 新産業構造ビジョンより抜粋 

 第四次産業革命への変化の中、内閣府は 2016年

科学技術基本法の第 5期（2016年度から 2020年度

の範囲）で未来社会のコンセプトとして超スマート

社会を実現する「Society 5.0」を提唱した。狩猟社

会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会

(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新しい

社会だ。IoTで全ての人とモノがつながり、様々な

知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を

生み出すことで、課題を克服。また、人工知能

（AI）により、必要な情報が必要な時に提供される

ようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、

少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題

が克服されるという。社会を通じて、これまでの閉

塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互

いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍で

きる社会の実現を目指すとしている。 

このように、第四次産業革命におけるビジョンが

示され、IoT化が進んでいるように見えるが、産業

側ではなかなかスイッチが入らないようだ。総務省

「IoT時代における ICT産業の構造分析と ICTによ

る経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研

究」（平成 28年）によると諸外国では IoTによる

産業構造や経済へのインパクトに鑑み、IoTの普及

促進等に関する積極的な政策的取組が進んでおり、

日本は大幅に出遅れている状況だ。今後の積極的な

巻き返しに期待したい。 

 

図－７ IoT 導入状況（2015 年）と今後の導入意向（2020 年） 

＊出典：総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる

経済成長への多面的貢献の検証に 関する調査研究」（平成28年） 
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４．第四次産業革命下による製造業の課題 

 

（１）企業経営者に求める４つの危機意識 

さて、このような状況下、政府は 2019 年 6 月に

「2019 年版ものづくり白書」（平成 30 年度ものづ

くり基盤技術の振興施策）を発表した。「ものづく

り白書」とは、「ものづくり基盤技術振興基本法

（平成11年法律第2号）第8条」に基づき、ものづ

くり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報

告書で、発行 19 回を数える。経済産業省、厚生労

働省、文部科学省の 3 省が共同執筆したものであ

る。 

それによると、第四次産業革命が進む中、我が国

のものづくり産業は大変革期にあり、企業が直面す

る課題はより本質的で深刻であることを指摘してい

る。その中で企業経営者が下記の４つの危機感を持

つことが重要であると述べている。 

① 人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応で

きていないおそれ。 

：第四次産業革命が進む中、ものづくり産業で働   

く人材に期待されるスキルも大きく変質してお 

り、供給も十分でない。 

② 従来『強み』と考えてきたものが、成長や変革

の足かせになるおそれ。 

：品質や技術を活かせる部素材が強みだが、顧客 

目線のビジネスは苦手。過剰品質・高コスト構造 

となっている。 

③ 経済社会のデジタル化等の大きな変革期の本質

的なインパクトを経営者が認識できていないおそ

れ。 

：デジタル革新によって類似のモノを作り出す能 

力が世界各地で高まる中、ビジネスモデルの転換  

まで踏み込んだ価値創出が必要で、AI・IoT スキ

ルを持つ人材が活躍できる環境の有無がデジタル

化の成否を分ける。 

④ 非連続的な変革が必要であることを経営者が認

識できていないおそれ。 

：経営者が変革を直視し、競争環境の変化を契機  

として非連続的な改革に取り組み、新しいビジネ  

スチャンスをつかむことが、今後ますます重要と 

なる。   

 

（２）製造業競争力強化の方策 

このように、危機感を持って変革につなげていく

ことが不可欠と述べ、2017年に経済産業省が「人・

モノ・技術・組織などがつながることによる新たな

価値創出が、日本の産業の目指すべき姿（コンセプ

ト）である」と提唱した「Connected Industries」

の推進こそが進むべき道であるという方向性を打ち

出している。そのうえで、第四次産業革命の波が押

し寄せる中で、白書では我が国製造業が今後も競争

力を維持・強化するための具体的な方策として以下

の 4点を提起している。 

① 世界シェアの強み、良質なデータを活かしたニ

ーズ特化型サービスの提供  

② 第四次産業革命下の重要部素材における世界シ

ェアの獲得 

③ 新たな時代において必要となるスキル人材の確

保・組織作り 

④ 技能のデジタル化と徹底的な省力化の実施  

  

デジタル・テクノロジーが進化し、製造業は競争

環境の変化に直面し、中小ものづくり企業において

も、生産性向上や新たな商品・サービス等の付加価

値創出を実現すべく、IoT 等の導入・活用が進めら

れようとしている。しかし、人材の育成確保は深刻

な状況だ。特に技能人材の人手不足の拡大、熟練職

人からの技術継承の受け手となる人材がいないとい

う問題に直面しており、事業者は今後、IoT はもち

ろん、女性の活用、外国人採用、AI活用などにも積

極的に取り組むことが求められている。視点を変え

れば、政府が「Society5.0」を推進されることで、

製造業の生産分野、研究開発においても人材育成や

生産性向上、生涯現役社会を実現するためのチャン

スととらえることができる。日本経済の屋台骨でも

ある製造業は社会的価値を創造し、人材を確保育成

して、デジタル・イノベーションに立ち向かってい

かなければならない。 

 

５. 地場のものづくり産業の未来への継承 

 

さて、地方創生戦略が推進され、地域経済を担う

製造業の IoTへの取り組みが、今後の日本経済にと

って極めて重要になってくる。しかし、廃業が相次

ぐ地方の伝統工芸の工房や地場産業、町工場の事業

者にとって第四次産業革命、IoT 化に対応する人的、

資金的な余裕もないのが現状である。長年培ってき

た職人の伝統の技が暗黙知のまま引き継がれないで

途絶えてしまっている例が沢山ある。一度途絶えた

ものを再興するのは極めて難しい。IoT を活用する
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ことも、産地は視野にいれて匠の技を形式知化して

いき、未来世代に伝えていくことも考え、持続可能

な産業にしていかなければならない。 

伝統工芸の工房や町工場や零細企業では「カン・

コツ」という人間力による生産管理をするケースが

少なくない。「技術は教わるものではなく、見て盗

むもの」という徒弟社会のものづくりの哲学のよう

なものがあって、技術の取得に長い年月がかかって

しまう例が多い。人材不足の今、技術・技能承継す

る後継者不在の伝統工芸、町工場の存続も大きな地

域課題になっている。そこで、手仕事や職人の技が

付加価値となっている伝統的工芸品、あるいは地場

産品にフォーカスしてみたい。 

 

（１）伝統的工芸品産業とは 

地場のものづくり産業の中で、「伝統的な技術・

技法、伝統的な原材料を使って、民衆の日常生活に

用いられてきた生活用品を工芸品として生産する産

業」を、「伝統的工芸品産業」と呼んでいる。伝統

的工芸品は、長年にわたって受け継がれてきた伝統

的な技術が用いられる工芸品であり、日本全国には

約 1,300 種類もの伝統工芸品といわれるものが存在

し、卓越した極めて高度な技術を持つ職人が生産し

ている。その中でも、経済産業省が「伝統的工芸

品」として指定する代表的な工芸品が 2019 年現在

で 235 品目あり、産業の振興を目的に制定された法

律「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49

年(1974年)制定」通称「伝産法」に基づいて更なる

振興が図られている。 

 

（２）伝統的工芸品の要件 

「伝統的工芸品」として、以下の５つの要件に該

当する工芸品が指定される。 

① 主として日常生活の用に供されるものである。 

② その製造過程の主要部分が手工業的である。 

③ 100 年以上に渡り伝統的な技術又は技法により

製造されるものである。 

④ 100 年以上に渡り厳選・吟味された素材・原材

料を使用している。 

⑤ 一定の地域で産地が形成されている。 

   

類まれな手仕事技術から産み出される伝統工芸品 

は、手作りの素朴な味わい、親しみやすさ、優れた

機能性、高いクォリティ等が、大量生産される画一

的な商品に比べて、私たちの生活に豊かさと潤いを

与えてくれるものだ。伝統工芸品は地域に根ざした

地場産業として地域経済の発展に寄与するととも

に、地域の文化を担う大きな役割を果たしてきてい 

る。 

 

（３）伝統工芸品産業の市場と衰退要因 

伝統工芸品産業の衰退は著しい。量産される工業

製品に市場が奪われたほか、1985年のプラザ合意以

降の円高による輸出不振、1990年代以降のバブル崩

壊と長期不況による需要減少、グローバル化と新興

国の安価な輸入品との競合激化、そして後継者不足

など極めて厳しい現状となっている。全国の伝統工

芸品は 1983年(昭和 58年)に生産額が 5405億円のピ

ークを迎え、その後バブルの崩壊、経済の低迷さら

には新興国から安価な類似品が国内市場に台頭する

など年々減少し、現在はピーク時の 1/5を下回り平

成 28年度では、960億円程度の生産額になっている。

それに伴って従業員数も昭和 54年に 28万人から平

成 28年度では 6.2万人まで減少している。 

 

図－８ 伝統的工芸品実績推移 

            ＊伝統的工芸品産業振興協会調べ 

  

（４）第四次産業革命と伝統工芸の未来への継承 

 衰退が深刻となっている地場の伝統的工芸品や地

場産品、町工場等の技術・技能の継承、産地の魅力

づくり、製品の新たな付加価値化について事例をあ

げながら整理しよう。 

 

ａ) 技術技能の継承 暗黙知から形式知へ 

伝統的地場産業の職人の高齢化は深刻な問題であ

る。「2017 年問題」と言われ、団塊の世代が 70 歳

前後になることから、労働力の減少や技術・技能の

断絶が懸念されたが、具体的な解決策を見出せない

まま今に至っている企業も多い。団塊経営者の大量

引退期も到来しているため、業種や会社の規模など

によって事情は異なるが、人材育成、次世代への技
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術技能承継は依然として、日本のものづくりが抱え

る大きな課題となっている。 

技術と技能をどう継承するか、技術は比較的マニ

ュアル化、テキスト化で形式知化しやすいかもしれ

ないが、職人の手技のような技能は暗黙知になって

しまうケースが高い。力加減や指使い、工程のタイ

ミング、温度、硬軟、原料の組み合わせのタイミン

グ、目線、触覚のバランス等、仮に人材がいても技

能の内容によっては 10 年以上かかって取得する技

能もあったりする。しかし、多くの職人が高齢化し

ているため、待ったなしでできることから実行しな

ければ、間違いなく技術は枯渇する。ノウハウの流

出を防ぎつつ、できる限り継承すべき技能の見える

化を図り、デジタル化マニュアル化を進めて、形式

知化することが肝要である。 

 

ｂ) 人材確保 職人、工場とのコンタクトポイント創出 

産地で既に取り組まれている活動で人材確保に有

効な手段がある。職人や手仕事、製品の付加価値な

ど、そのプロセスや人となりを伝えることが実は製

造現場ではできていない。今の時代はその製品に内

在した付加価値が伝わることで、消費者は共感し、

購入の意思決定をする。その情報を伝えていく場を

どう作るかである。 

① アーカイブ映像化（職人の手仕事を動画で記録

していく） 

② キャリア教育（地元の教育現場と連携して工場

見学や体験） 

③ オープンファクトリー（工場を一般開放、手仕

事の場面や魅力、価値を職人が伝える） 

④ 交流会（職人との対話、交流会、職人によるワ

ークショップの開催） 

⑤ 移住政策との連携（職人になる事は、移住する

ことでもあるため、その地域の魅力も伝える） 

⑥ 産業観光との連携（産業を観光地域づくりと合

わせて新しいツーリズムを実施する） 

⑦ 異業種との連携（デザイナーやクリエーター等、

他分野の人材との交流機会創出） 

⑧ 情報発信（動画も活用して、職人、技術、産地、

暮らし、生活者情報を発信する） 

 

ｃ) 技を見せて職人の魅力を伝える 新潟県燕市「鎚起

銅器：玉川堂」 

 日本国内の地場産業として有名な新潟県燕市の金

属加工業の中でも唯一、1 枚の銅板を鎚で叩き起こ

して銅器を製作する「鎚起銅器」（ついきどうき）

の伝統技術を 200 年に渡って継承している老舗企業

「玉川堂」。第 6代当主・玉川政男氏は人間国宝。

現在は 7代目の玉川基行氏が社長として、事業継承

している。銅に多彩な着色を施す技術は、世界最高

品質の銅器を製造し、世界中に顧客を持つ。鎚起銅

器は一枚の銅板を金鎚でひたすら叩いて銅器をつく

る、伝統的な加工手法のひとつ。湯沸しや茶器、酒

器、花器にいたるまで、玉川堂が作り上げる職人技

は実に見事だ。ルイ・ヴィトン・グループ「KRUG

（クリュッグ）」社とのコラボでシャンパンクーラ

ーも手掛け、世界市場でも業績を伸ばしている伝統

工芸の事業者だ。青山骨董通り、銀座 SIX にも出店

し、売り上げの半数以上が外国人というのも海外へ

の発信がなされているからだ。伝統工芸に後継者が

集まらないと言われる中、玉川堂は職人になりたい

人材が多く集まり、１.２名の募集に５０名程度も

応募があるという。銅板を叩いて製品を作る鎚起銅

器は体力と根気が必要な技術技法であるが、最近の

応募の８割以上が女性というのも特筆だ。玉川社長

は「人が集まらないのはブランディングができてい

ないからだ。ブランディングが成されていれば、魅

力的な商品開発に繋がり、お客様からも注目されて

いく。」という。また、玉川堂は 100 年前から工場

を開放してきたが、燕三条地域では 10 月に開催さ

れる 3日間「工場の祭典」というオープンファクト

リーイベントも含めて、毎年 5,000 人以上の消費者

が見学にやってくる。工場で職人が叩きこんで製品

を作っている場面を見て、職人と直接交流すること

で、ものづくりの魅力、そして職人の情熱、企業の

哲学などが伝わり、応募人数につながっている。燕

三条地域では通年工場見学できる事業者が増えてい

る。 

 

ｄ) 地域イベントを通して産地の魅力を伝える  東京都 

新宿区「江戸小紋」 

 東京都新宿区の中井・落合界隈は、伝統工芸「江

戸小紋」の産地である。このエリアは昭和初期～30

年代まで、東京の神田川・妙正寺川流域には 300 軒

を超える染色関連業が集積し、京都・金沢に並ぶ三

大産地として知られていた。今でも「落合・中井」

界隈には、その技術を受け継ぎ、新しい染色を提案

する職人・作家たちが集まる染めの町である。この

地域では 2009 年から毎年 2 月に 3 日間「染の小道

（そめのこみち）」という産地イベントを開催して
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いる。狙いは落合・中井を「染めの街」として再び

日本や世界へ発信すること、そして、地域が大切に

してきた価値や環境を多くの方々に直接体験してい

ただき、地元の活性化につなげることを目的として

いる。妙正寺川の川面 300m にわたって反物を張る

「川のギャラリー」、商店街店舗の軒先に、作家が

制作した「のれん」を展示する「道のギャラリー」

を展開。期間中染め物が中井の街を彩るわけである。

染色関連業や商店街の店主、地域住民、地域の大学

生などが幅広く参加する。全員が手弁当で活動。こ

れまで 13 万人を動員し、制作されたのれんの点数

は延べ 950 枚に及ぶ。イベントを繰り返していく中

で、期間中に着物で訪れる人が年々増えている。街

並み、染の職人との交流、川面にディスプレーされ

る反物の美しさに魅了され、染の産地として知れ渡

り、この地で住みたい若いクリエーター、染め作家、

職人が増えてきている。暮らしの中に伝統工芸の作

家が住み、工房があり、職人が出入りする街として

魅力が増しているわけである。分野の異なる人材が

集まってきたことで、新たな化学反応や連携が生ま

れ、付加価値のある新たな製品開発につながってい

る。移住政策のように、関係人口から交流人口化し

てそこに住んでいくステップがあるように、日常の

暮らしや、街並みなど住みたい街としての魅力づく

りも重要な要素だ。 

 

ｅ) 職人の仕事の見える化 アーカイブ映像化 

伝統工芸の職人はとかく閉鎖的に環境下で黙々と

作り続けている。その伝統的な技や人となりをアー

カイブ映像で残して技術を継承することも大切であ

る。「ニッポン手仕事図鑑」というサイトがある。

（運営：株式会社ニッポン手仕事図鑑 代表 大牧

圭吾氏）職人を取材して動画で記録している。2015

年から事業が始動しており、現在ではニッポン手仕

事図鑑にアップされている職人は 60 を超えている。

職人はシャイで無口な人が多い。加えて外部の方と

の接点が少ない環境である。でも取材、発表の場を

作ってみると意外に話が上手な職人もいて、人とな

りも引き出すこともできる。このサイトの映像はク

ォリティも高く、技術の高さ、技、手法、職人の魅

力もしっかり伝わってくる。そのような映像コンテ

ンツをつくり、多くの方々に視てもらう機会を創出 

することも大切である。また、日本最大のニット産 

地の新潟県五泉ニット組合では、５年前から高齢化 

している職人の手仕事をアーカイブで残している。

これまでの映像を若手の職人の勉強会に活用したり、

地元の子供たちのキャリア教育の教材に使ったりし

ており、産地を上げて映像化することも持続可能な

産地づくりに欠かせない。 

 

６．まとめ 

 

暮らしの中で使われる道具を手仕事の技術を活か

して生産している地場産業や、伝統的な技を今に伝

える伝統的工芸品産業等の地場のものづくり産業は、

製造業とはいえ、機械化した量産型の工業製品とは

異なり、代々受け継がれた熟練の技を習得した職人

の手仕事によるものづくりであり、どちらかという

と極めてアナログ的な分野である。そこに IoT 等デ

ジタル・イノベーションによる大きな第 4次産業革

命が、今後どのように伝統工芸に影響を及ぼしてく

るか予想できない。ものづくり産業で業績を伸ばし

ているのは、手仕事による製品の付加価値化による

差別化である。例えば燕三条の金属加工（洋食器の

研磨技術）の職人が、新興国との価格競争には太刀

打ちできないため、手仕事でしかできない研磨仕上

げ製品を全面に打ち出して成功した。それは誰にで

も真似できない職人の手技の領域であり、消費者は

その技術、技能が内在した製品に魅力を感じて購入

するのである。しかし、技術技能は継承していかな

ければ日本の伝統的ものづくりの付加価値、地域の

尊い資源を失ってしまう。IoT とビッグデータ、AI

を第 4次産業革命の核として推進される中で、製品

のカスタマイズ化、少量生産化が推進され、規格化、

標準化した製品でないものへのニーズも益々高まっ

てくるに違いない。量産化の機械では作り上げるこ

とができないクォリティを生み出す手仕事の技術力

は、新たな製品開発につながる可能性もある。国は

第 四次 産業 革命 の推 進の 中で 「 Connected 

Industries」を提唱しているように、ものづくり産

業も「人と人」「生産者と消費者」「作り手と使い

手」「モノとモノ」「人と技術」「企業と企業」な

ど立場、分野、世代を超えた様々なつながりによっ

て、新たな付加価値を創造していかなければならな

い。 
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７．参考文献の引用とリスト 

 

参考文献 

1）総務省の「通信利用動向調査（2018年版）」 

2）「ものづくり白書2019」第一章平成の製造業とものづくり白書の変遷 

3）「ものづくり白書2019」：経済産業省「工業統計」 

4）「ものづくり白書2019」：内閣府「国民経済計算（GDP統計）」 

5）「インダストリー4.0 第四次産業革命の全貌」 尾木蔵人著 東洋経済新報社 

6）「地場産業の高価格ブランド戦略」 長沢伸也・西村修著 晃洋書房 

7）総務省「第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」（平成29年） 

8）「新産業構造ビジョン」2017年経済産業省  

9）Small Factory 4.0 第四次「町工場」革命を目指せ 木村哲也著 三恵社 

10）総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（平成28年） 

11）「伝統的工芸品産業の現状と振興に向けた取組」経済産業省 

12）「ニッポン手仕事図鑑」 株式会社ニッポン手仕事図鑑 

13）「インダストリーX.0 製造業の「デジタル価値」実現戦略／日経BＰ エリックシェイファー著 
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地方創生×SDGsのまちづくり 

―「世界に輝く静岡」の実現に向けて― 

前田 誠彦 
静岡市役所 企画局長 

 

（要旨）静岡市は、20市ある全国の政令指定都市のうち、人口は約70万人と最少の都市

である。多くの政令指定都市が、自然減の影響を社会増で補っている中、東京から新幹

線で約１時間という地理的条件を背景に、首都圏に対する転出超過による社会減が続い

ており、ただちにこの状況が変わることは考えにくい。 

このような中、将来に渡って持続可能なまちをつくりあげていき、人口減少社会に対

応できる都市としていくことは、基礎自治体としての使命であり、大きな社会的課題で

あると考える。 

本稿では、この課題に対して、2015年に国連加盟国により合意された「SDGs」を活用

して、持続可能なまちづくりを進めていこうとする取組の内容を紹介するとともに、取

組の過程で発見された新たな課題と今後の展望について考察する。 

  

キーワード： 持続可能なまちづくり、SDGs、TGC 

 

 

１．「世界に輝く静岡」の実現？ 

 

地方自治体は総合計画と称されるまちづくりの

総体となる計画を持っており、本市においても、

2015年度から2022年度までを計画期間とした「第

３次総合計画」を策定している。 

本市の総合計画は、まちづくりの目標となる「基

本構想」と、その達成に向けた政策、施策の体系

を明らかにした「基本計画」、具体の事業を示し

た「実施計画」の３層構造となっており、究極の

目標は、もちろん基本構想に掲げる「『世界に輝

く静岡』の実現」である。 

どうしても基本構想に掲げる目指すまちの姿は、

「緑あふれる・・・」や「光り輝く・・・」のよ

うな抽象的でつかみ所のないものになりがちであ

る。「世界に輝く・・・」というのも、言うのは

簡単であるが、そこに至る道筋を描くのは難題で

ある。 

そもそも、「世界に輝く静岡」なるものは、ど

のような姿なのであろうか。世界各国から静岡市

へ観光に訪れるようになればよいのか、国際会議

が頻繁に開かれ、各国の有識者が集まるようにす

ればよいのか、はたまた「MADE IN SHIZUOKA」の

何らかの商品が、世界の市場に受け入れられてい

ればよいのか。 

片っ端から市職員に声を掛けて聞いてみたが、

誰からも明確な答えは返ってこない。「答えがな

いなら、自分なりに作っていくしかない。」と肚

を決めたが、自問自答を繰り返す日々が続いてい

たのが実情である。 

  

２．TGC×SDGs？ 

 

このような中、2017年夏に「静岡市でTGCを開催

しないか。」との提案を受けた。TGC、東京ガール

ズコレクションは、若者、特に10代、20代の女性

に圧倒的な影響力を持つファッションイベントで

あり、集客やSNSでの情報発信力からも魅力的なコ
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ンテンツではあるが、当然開催に当たっては市も

応分の負担をしなければならない。 

自治体の企画部門には、この手のイベント開催

の提案がしばしばあり、税金が原資である以上、

慎重に判断する必要があるのは言うまでもない。 

しかし、協議を重ねる中で、TGCが単なるファッ

ションイベントにとどまらず、公共性を備えた方

向を目指しており、具体的には、SDGsをキーワー

ドに国連ニューヨーク本部でTGCファッションセ

レモニーの開催を予定していることが明らかにな

った。 

さらに、本市が趣旨に賛同し、協力関係ができ

るのであれば、SDGs推進を核としたTGCを初めて静

岡市で開催する心積もりもある、とのことであっ

た。 

恥を忍んで正直に言えば、私は当時SDGsに関し

て全く知識はなかったが、直感的に世界に輝く静

岡の実現とSDGsの推進には親和性があるのではと

考え、にわかに文献を読み漁り、ある程度の知識

を得て、SDGs推進を目的としたTGCの本市開催を市

幹部に進言し、了解を取り付けた。 

言うまでもなく、SDGsは193の国連加盟国で合意

した2030年の17のゴールであり、169のターゲット

や232の指標はさておき、自治体の行っている事業

は17のゴールのいずれかに結び付くことは明らか

である。 

ターゲットや指標を分析し、そのまま適用でき

ないものを静岡市に合わせてローカライズできれ

ば、世界レベルとの比較が可能ではないか、これ

により世界に輝いているかどうかという判断基準

に使えるのではないかという仮説である。 

とはいえ、不安な要素はたくさんあり、そもそ

もSDGsという言葉自体が市民に馴染みがなく、ど

の程度認知されているのかも不明である。 

TGCがいかに強力なコンテンツとはいえ、対象と

なる層は極めて限定されるため、同時にSDGs普及

啓発イベントを集中開催し、認知度を高める努力

が必要と考えた。 

そこで、TGCしずおかの開催される2019年１月12

日をファイナルイベントに位置づけ、静岡市は成

人式を１月３日に開催することから、ここをキッ

クオフイベントとして「SDGsウィーク」と銘打っ

て進めることを提案し、こちらも了承されたため

準備に入ることとした。 

 

３．認知度５０％？ 

  

このような中、2018年５月に田辺市長が国連ニ

ューヨーク本部における「SDGs推進会議」でスピ

ーチを行う運びとなった。 

このスピーチの際、市長は「認知度を50％まで

引き上げたい。」と決意を表明した。（写真１、

２） 

事前に行った静岡市独自の調査では、市民認知

度は２％に過ぎなかったため、ありがたいほど高

いハードルを課された感は否めないが、やりがい

がある目標を設定されたと理解し、まずは集中的

普及啓発期間である「SDGsウィーク」の成功に向

け、注力することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真１ SDGs推進会議（国連ニューヨーク本部）で 

スピーチする田辺市長（右） 

写真２ 会議議長であるアンワルル．Ｋ． チャウ 

    ドリー国連大使（左）と田辺市長（右） 
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４．SDGsウィーク 

 

SDGsウィーク期間中に行う普及啓発イベントを

カレンダー形式でまとめ、臨時のタブロイド版（図

１）を発行して周知に努めた。この中からいくつ

か主な取組を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 成人式 

2019年１月３日、成人式を皮切りにSDGsウィー

クが始まった。 

余談ではあるが、静岡市の成人式の特徴は、市

が主催するのではなく、新成人と次年度成人によ

る実行委員会形式で執り行われる点にある。 

これは、以前は市主催で行っていたものの、市

長の祝辞さえきちんと聞かない成人の姿に、「税

金を使ってやる必要はない。」と、一時中断して

いたが、「自分たちできちんとやるので、やらせ

てほしい。」という声を受けて再開したという経

緯がある。 

したがって、市長や議長は来賓扱いで、第１部

の儀式的な部分で祝辞を述べ、第２部は若者らし

いエネルギッシュな企画という構成で進み、祝辞

をしっかり聞くように実行委員会が運営するよう

になっている。 

この実行委員会と協議を行い、TGC主催者である

株式会社W TOKYOの協力により、TGCしずおか出演

予定のモデルをサプライズゲストとして派遣して

いただき、モデルからSDGsについて語ってもらう

こととした。 

結果は上々で、モデル登場で会場がワッと沸き、

SDGsについても耳を傾けてくれる新成人の姿に感

動を覚えた。行政の職員が淡々と正確に伝えても、

若者の心にはなかなか響かないが、憧れのモデル

が自分の言葉で語ることが実に効果的であること

が実証されたと考える。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ タブロイド紙「SDGs Week in SHIZUOKA」 

   （2018年12月発行）４、５ページ 

写真３ 2019静岡市成人式 

    壇上：実行委員会委員とサプライズ 

       ゲストモデル（中央） 
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（2） 静岡市SDGs中学生サミット 

2020年度からは小学生、2021年度からは中学生

に対してSDGsを学ぶことを定めた新学習指導要領

が公表されている。 

このことに、いち早く静岡市教育委員会が着目

し、市内全ての中学校においてSDGsの調査研究を

行い、研究成果を発表する場を作りたいとの申し

出があった。 

一部の中学校ではなく、市内全ての中学校とい

う点は「誰一人取り残さない」というSDGsの理念

に通じるものであり、ありがたい提案であったが、

実現に当たっては、先生方も生徒の皆さんも相当

苦労するであろうことは容易に推測でき、本当に

実施までこぎつけることができるのかという一抹

の不安はあった。 

しかし、我々のできることは、発表の場を工夫

して、先生方や生徒の皆さんの労苦に応えること

だと考え、市議会の本会議場を会場として用意し、

議会形式で生徒の皆さんと市幹部が質疑応答を行

う方法を考えた。 

当初は、「議場は神聖な場所であり、イベント

に貸すようなものではない。」という声や、質疑

応答を行う市幹部を、市長、副市長、政策官や局

長クラスではなく、職位を下げて局次長クラスで

対応したらどうかという案もあった。 

しかし、先生方や生徒の皆さんが夏休み前から

真摯に取り組んだ成果を発表する晴れの舞台であ

ることを説明して理解を求め、本会議場の借用、

議会同様に市長、副市長、政策官や局長クラスな

どが出席、という正に本会議仕様での場を整えた。 

このような本格的な舞台装置のもと、当日は、

緊張の色を隠せない各中学校の代表者が、議員席

に座り、我々の期待をはるかに超える研究成果を

発表するに至った。（写真４） 

最後に、全員で「SDGs中学生宣言」を行ってサ

ミットは幕を閉じたが、中学生の皆さんからは

口々に「SDGsを学んで得るものがあった」、「議

場という場所を準備してもらい、市議会のことを

勉強するきっかけにもなった」、という声を聞く

ことができ、ホッとする思いであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） SDGs吹奏楽団 

 SDGsウィークの中盤に行った「JICA東京SDGs吹

奏楽団スペシャルコンサート」は、当初の想像を

はるかに上回る素晴らしい内容であった。 

 実に失礼なことだが、我々の調査不足もあり、

この楽団を私はアマチュアの草の根楽団ではない

かと勝手に思い込んでいた。 

 私自身が高校時代に少々音楽関係をたしなんで

いたことから、主要な楽団は把握している、との

思い上がりを後に恥じることとなるとは、当初は

想像だにしなかった。 

 楽団側からのご提案で、前日に中学生・高校生

の吹奏楽部員に指導いただける機会をいただき、

その様子を見学に行った際に、「これは只者では

ない。」とすぐに気づいた。 

 それもそのはず、楽団の中心となっている指揮

者・さかはし矢波氏は東京フィルハーモニーに所

属し、他のメンバーも全てプロ奏者というバリバ

リのプロ楽団であった。 

 後ほど話を伺い、「SDGs」というキーワードの

下に、ふだんは別々に活動している奏者が集うと

いうSDGsの目標17「パートナーシップで目標を達

成しよう」を体現するような楽団であることがわ

かった。 

 国連広報センターの根本所長は、「SDGsは、様々

な異なる立場の人をつなげる接着剤」とおっしゃ

っていたが、正に普通ではともに演奏する機会は

ないであろう異なる立場のプロ奏者がつながって

写真４ 静岡市SDGs中学生サミット 

    右側の議席に中学生が、左側の当局席に市長

以下幹部職員がそれぞれ座り、議会さながら

の形式で行われた。 
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いる稀有な楽団である。 

 にもかかわらず、用意した会場は、400人程度の

収容人数で、しかも音楽ホールではない、という

失礼な対応をしてしまったが、さかはし氏からは、

「実は関東以外で活動するのは初めてであり、も

っと少人数の公民館のような所で演奏することも

あるので気になさらなくて結構です。むしろ、活

動の機会を与えていただいてありがたい。」との

泣けるコメントをいただいた。 

 改めて、この場を借りてお礼を申し上げたい。 

 コンサート自体は、平日にもかかわらず満員御

礼で、さかはし氏の巧みなMCもあり、来場された

方々に対するSDGsの認知度も深まり、大成功であ

った。（写真５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 

GIRLS COLLECTION 」 と 「 SDGs COLLECTION 

supported by TGC しずおか 2019」 

ファイナルイベントとしたTGCしずおかの会場

は、「ツインメッセ静岡」という名前のイベント

展示場で、その名の通り北館と南館の二つの大展

示場が隣接している。 

TGCしずおかは北館で行われるが、対象者層は先

述したとおり、若者、特に10代、20代を中心とし

た女性に偏っており、幅広く普及啓発を図ってい

くためには十分ではないと考えた。 

そこで、同日に、北館と隣り合わせの南館にお

いて、SDGsに取り組む企業、団体や大学、高校な

どのブース出展やSDGs普及啓発ステージなどを行

う、TGCしずおか関連イベントを行うこととした。

（写真６、７） 

関連イベントは、静岡市観光親善大使であるミ

ス・ユニバース2007の森理世氏プロデュースのダ

ンスステージや、フェアトレード商品などを販売

するマルシェも同時開催して集客に努め、様々な

世代に足を運んでいただけるように、「SDGs 

COLLECTION supported by TGC しずおか 2019」

というネーミングのイベントとして企画した。 

TGCしずおかについては、噂に違わず若い女性を

魅了する強力なコンテンツで、土曜日開催にもか

かわらず、既に木曜日から泊まりで並び始めると

いうコアなファンもいた。 

話を聞くと、名古屋や横浜などから来ており、

これまで静岡市を訪れたことはないとのことなの

で、SDGsのみならず静岡市のアピールにも一役買

っている。 

TGCしずおかでは、地元企業でSDGsに先駆的に取

り組む株式会社シャンソン化粧品のステージや、

静岡市長が登場する静岡市ステージなど、随所に

SDGsの普及啓発を行う仕掛けを凝らし、華やかな

モデルがランウェイを闊歩する姿に見とれつつ、

知らず知らずのうちにSDGsを意識できるように工

夫した。 

おかげさまで、北館、南館あわせて18,000人を

超える方々への普及啓発を行うことができ、初年

度の重点普及啓発期間である「SDGsウィーク」の

ファイナルにふさわしいイベントであった。 

また、経済的な面においても、TGCだけでも経済

波及効果5.2億円、パブリシティ効果13.3億円と試

算され、投入した市の税金をはるかに上回る効果

があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ JICA東京SDGs吹奏楽団スペシャルコンサート 

    写真はSDGs吹奏楽団と中・高校生による合同

演奏の様子 

© SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION 

写真６ SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 

    GIRLS COLLECTION 
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５．SDGsウィークの課題とその後の展開 

 

SDGsウィーク終了後に、改めて調査を行ったと

ころ、驚くことに認知度は36.2％まで引き上がっ

ていた。同時期（2019年）の他団体調査では約１

～２割程度であったことを考えると、かなり高い

数字であるといえよう。連日、メディアに取り上

げてもらうことにより、目や耳にする機会が増え

たことによるのではないかと考える。 

田辺市長が国連で述べた「認知度50％」にまで

達することはできなかったが、普及啓発重点期間

の１年目としては、まずまずの結果と考える。 

とはいえ、実際に運営してみて、様々な課題も

明らかになった。 

まず、ウィークという形で短期間に集中的に行

ったことは、連日、新聞、ＴＶ、ラジオなどのメ

ディアに取り上げてもらえることで、認知度向上

に効果があった反面、問い合わせ等も集中するこ

ととなり、職員への負担が大きかった。 

また、年末年始と様々な行事がある中で、平日

の集客がなかなか難しいという実情もあると同時

に、関心の高い市民からは「毎日出かけることに

なるのは、けっこう大変である。」との声も聞か

れた。 

そこで、次回は「SDGsウィーク」を「SDGsマン

ス」に拡大し、約１か月間を対象期間として週末

をメインにイベントを組み、集客面や事務負担の

平準化を図ることとした。 

次に、イベントの中身についてであるが、青年

会議所や官民の協議会が主体となって運営したも

のもあったが、まだまだ市が主催者となるものが

多く、「市が推進しているもの」という感を拭い

きることができなかった。 

言うまでもなく、SDGsの達成は民間企業や市民

が中心となって進めなければ覚束ないが、まだそ

こまで至っていないことは明らかである。 

これについては、SDGsに取り組む企業、団体な

どの表彰や認証制度などを検討し、裾野を広げて

いく努力をしていくこととした。 

また、TGCしずおかに出演したモデルの中には、

SDGs推進のためのTGCという認識がなく、数ある地

方開催の場所のひとつとしてしか静岡でのTGCを

理解していないと思われる発言も耳にした。 

これについては、さらにグレードアップした内

容にするとともに、モデルの皆さんへの意識を徹

底してもらえるよう主催者に申し入れることとし

た。 

実は、これらの反省点を踏まえて、2020年１月

３日から１月26日にかけて、「SDGsマンス」を実

施したので、本来であればそちらを寄稿したいと

ころであるが、現在その実施効果を検証中のため

昨年度の取り組みを記載させていただいている。

ご容赦いただきたい。 

 

６．普及啓発だけでいいの？ 

 

「SDGsウィーク」や「SDGsマンス」は、まずは

このような世界共通の目標というものが「認知」

されることを目的としている。 

しかし、市民生活とこの目標との間には距離が

ありすぎて、「だからどうした。」という話にな

ってしまう。 

そのことは、SDGsに取り組もうと決めた時点か

ら問題意識を持っていたため、普及啓発と同時並

行で「SDGsと市民生活」についても検討を始め、

どのように市民の皆さんに、ふだんの暮らしとつ

ながるのかという手段を模索した。 

まず、ぶつかったのはSDGsの目標年次となって

いる2030年の目指す姿は、行政としてはあまり意

識したことがないという点である。 

自治体職員はピンとくるかもしれないが、非常

に多くの行政計画を策定している。そして、その

うちの大半は、法律に義務付けられている、ある

写真７ SDGs COLLECTION supported by TGC 
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いは努力義務を課されているケースであり、計画

期間も概ね５年程度に過ぎない。 

もちろん、それ以上長期の視点を持っていない

わけではないが、それらは「構想」という形でま

とめられており、SDGsのように169のターゲットや

232の指標が定められていることは、まずないので

ある。 

そこで、2030年の目指す姿と、静岡市にローカ

ライズした指標、目標の設定に取りかかりたいと

考え、大学と共同研究を開始した。 

しかしながら、研究を重ねる中で、一足飛びに

目指す姿を求めるのではなく、現在市が行ってい

る施策をSDGsの観点から見直し、不足している視

点や考えを整理して「処方箋」といった形で提示

する方が望ましいとの結論に達した。 

また、市の行っている全ての事業をSDGsに結び

付けることを考えるのではなく、中心的なプロジ

ェクトとして進めている「歴史文化の拠点づくり」、

「海洋文化の拠点づくり」、「教育文化の拠点づ

くり」、「健康長寿のまちの推進」、「まちは劇

場の推進」という「５大構想」と位置付けている

ものに限定していくことが、市民にとってはわか

りやすいだろうとの考えに至った。 

２年間かけて行ったこの調査研究の成果も、こ

の３月にまとまることとなっており、現時点では

詳しく内容を記載できないが、こちらもご了承い

ただきたい。 

今のところ、普及啓発のイベント系のみが目に

ついてしまうが、市は国連の広報マンではないの

で、SDGsの普及啓発は、将来静岡市が持続的に発

展していくための布石である。 

ともすれば、この原点を忘れて普及啓発の手段

のみの議論になりがちなので、自戒の念も含めて

強調させていただきたい。 

 

７．おわりに 

 

このところ、SDGsの17色をあしらったカラーホ

イールのバッジをスーツの胸につけているサラリ

ーマンの姿を目にする機会が随分と増えてきてい

ると感じる。 

また、ＴＶで映し出される政治家や首長、産業

界のリーダーなどにも、この目をひくバッジをつ

けた姿が見受けられ、新聞、雑誌などでも「SDGs」

という活字が躍るようになってきている。 

しかしながら、注意深く観察してみると、単に、

それぞれの企業の取り組みや自治体の事業を、17

のアイコンで示されるゴールに紐づけているだけ

で満足してしまっているように見受けられるケー

スも少なくない。 

SDGsの考え方の原点は、世界中の193か国で合意

した共通の目標という点である。それぞれ、政治

も文化も言語も習慣も経済力も異なる国々が、そ

のような背景はさておき、我々の住む地球を未来

に向けて持続可能な世界にするために一致団結し

て取り組んでいこうという試みである。 

そして、世界は多くの国々に分割されており、

その国々はさらに細分化されて統治されているの

が、一般的である。 

日本においては、国には47の都道府県があり、

約1,800の市町村があり、さらに細分化された地域

コミュニティがあり、その中で暮らす家族があり、

さらには個人があるという構造になっている。 

日本だけがどれほど躍起になろうと、SDGsの目

標達成は不可能である。同様に、一部の都道府県

だけが努力しても、市町村が頑張ろうとも到底無

理である。 

このように考えていくと、ひとりひとりの行動

が世界を変えることなどできる相談ではないが、

結局はひとりひとりがSDGsの共通目標を達成して

いこうと考えて行動していかない限り、やはり前

には進まないのである。 

静岡市が、懸命にSDGsの普及啓発に取り組んで

いるのは、まずこのことに興味、関心を持っても

らい、あまりに遠い世界との距離を意識する市民

を増やしていきたいとの思いである。 

たとえば、自動車を購入する場面において、環

境への負荷は少ないが高価な自動車と、環境への

負荷は大きいが廉価な自動車との選択肢があった

際に、迷わず前者を選ぶような消費者マインドを

持った市民になっていただきたいということであ

る。 

また、企業活動として、原材料調達の場面にお

いて、発展途上国で労働者の生活を無視して安価
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な労働力のもと低価格が提示された原材料と、労

働者の「飢餓」や「貧困」に配慮した結果、ある

程度高い価格で調達することになる原材料を選択

する際に、後者を選ぶ経営者になっていただきた

いということである。 

このケースで言うと、経営者の立場に立てば、

一般的には一円でも安く原材料を調達することが、

商品価格へ跳ね返ることを考慮すると正しい行動

となるが、その先の消費者が「価格」だけでは選

ばないのであれば、必ずしも正解にならなくなる

のである。 

本市の人口は、冒頭に要旨で記載した通り、約

70万人、日本の人口約１億2,600万人の0.6％に過

ぎない。世界の人口約77億1,500万人から言えば、

0.01％と、ほとんど何の影響も与えることができ

ない程度である。 

だからといって、何も変える努力をしなければ、

何も変わらないのは当然のことである。 

静岡市は、現時点ではアジア大陸でたった一つ、

SDGsの「Local 2030 Hub」都市として、国連に認

められている。 

幸いなことに、内閣府のアンケート調査では、

全国の80％に及ぶ地方自治体が、「SDGsに関心が

ある」と回答したとの調査結果が出ている。 

田辺市長は、よく「SDGsを認知から理解、そし

て行動へつなげていきたい。」との発言をしてい

るが、全国的にも認知度は高まっていくと推測す

る。 

現在、「SDGsウィーク」から「SDGsマンス」に

期間を拡大して、普及啓発に努めたが、どの程度

認知度が向上したかというアンケート結果を集計

中である。どうやら、昨年の36％よりかなり向上

したものの、目標とする50％にはあと一息といっ

たところのようである。来年度は重点的普及啓発

期間の最終年として、「マンス」をさらに「シー

ズン」に拡大し、集大成としたい。 

また、7,000人近い市職員に対するアンケート結

果も集計中であるが、さすがに認知度は90％以上、

「理解している」と答える職員も75％を超える見

込みである。 

先述したとおり、静岡市という自治体は、決し

て世界を一気に変えるような都市ではないが、ま

ずは自分たちの手の届く範囲を固め、周辺へ波及

していくという一石を投じることぐらいはできる

はずであり、これこそがHub都市としての役割だと

考える。 

そして、SDGsの理念を体現できるような都市こ

そ、将来も持続可能な都市となっていくと確信し

ている。 

引き続き、SDGsの推進に取り組み、「世界に輝

く静岡の実現」に向けて、努力を続けていきたい。 
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地方創生における「志の連携」の取組 

―第一勧業信用組合における取組の進展― 

篠崎 研一 

第一勧業信用組合 連携企画推進部 部長 

 

（要旨）第一勧業信用組合（以下：当組合という）は、２０１６年２月に２つの地方信

用組合との連携を皮切りに様々な機関との連携を進め、種々の取り組みを行ってきた。

２０１８年３月に当組合理事の伊藤謙治が、当初２年間の取り組みを本誌に寄稿させて

いただいたが、その後の２年間も金融機関としての特徴ある取り組みをさらに発展させ

てきた。本稿では、その取り組みや成果を紹介するとともに、現在の課題や今後の方向

性を探っていくこととする。 

 

キーワード： 志の連携、地域の壁を越える連携、連携ネットワークの価値向上、地方創生 

 

 

１．「志の連携」について 

 

（１） 当組合の経営理念と基本方針について 

先ず当組合について、簡単に紹介させていただ

きたい。 

信用組合とは、組合員の相互扶助のために、地

域や職場・業種を同じくする人達が集まって設立

された組織である。銀行が株式会社形態をとり、

投資家である株主への責任を果たすために営利を

目的とするのに対して、信用組合は、組合員が経

済的にも助け合いながらお互いの向上を目的とす

る非営利・相互扶助の協同組織形態である。信用

組合には、主に地域の人達が組合員になる地域信

用組合、同一の職場の人が組合員になる職域信用

組合、同じ業種の事業者やその従業員が組合員に

なる業域信用組合などがある。当組合は、東京都

と千葉県の一部（市川市と浦安市）を営業地域と

する地域信用組合である。当組合は、地域の信用

組合であることを踏まえ、「地域とのふれあいを

大切にし、皆さまの幸せに貢献いたします。」を

経営理念として掲げている。 

２０１７年４月からスタートした中期経営計画

では、経営理念を踏まえ、地域の皆さまが幸せに

なっていただくために、地域全体が精神的にも経

済的にも元気にならなければならないと考え、３

つの基本方針に基づき活動してきた。 

第１は、「人とコミュニティの金融を実践しま

す」である。地域には町会、商店街などのコミュ

ニティが存在するが、我々もそのコミュニティの

一員である。お祭りなどコミュニティのイベント

があれば、我々は本業の一つとして率先して参加

し、コミュニティを盛り上げる。それに加え、金

融面でもコミュニティをサポートしていく。「コ

ミュニティローン」という商品は、まさにコミュ

ニティをサポートしていくために作られた商品で

ある。商品名にそれぞれのコミュニティの名前を

付け（例えば「○○商店街ローン」、「○○○丁

目町会ローン」等）、コミュニティに属する一人

ひとりを応援していく商品である。地域コミュニ

ティ以外にも、それぞれの地域特有の業域コミュ

ニティ（例えば、東浅草支店の皮革関連業、東銀

座支店のバー・クラブなどの飲食業）向けの商

品、職域コミュニティ（例えば、個別の取引先企

業の役職員、取引先税理士の顧問先等）向けの商

品もある。現在、コミュニティローンの商品数は

全店で４５０強に及ぶ。 
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第２は、「育てる金融で未来を創造します」で

ある。当組合は、専用融資商品や出資対応も可能

とするファンドを設け、この４年間、創業者やア

ーリーステージの企業の支援に力を入れてきた。

その中には、ＩＰＯ（株式上場）等を目指すスタ

ートアップ企業も含まれるが、大多数は地域経済

の活性化に貢献する飲食店、雑貨店、美容室等を

開業するスモールビジネスであった。 

さらに、当組合は２０１８年９月に「かんしん

ＳＤＧｓ宣言」を公表するとともに、地域の社会

的課題解決に取り組む事業者を応援することこそ

が地域信用組合の本来の業務であると認識し、ソ

ーシャルビジネス事業者の支援にも積極的に取り

組んだ。創業支援と同様、専用融資商品を開発し

て、２０１９年には選抜した数社のソーシャルビ

ジネス事業者を集中的に支援する「東京ソーシャ

ルビジネスアクセラレータープログラム」を開催

した。 

第３が、今回採り上げる地方創生にも繋がる「志

の連携で社会に貢献します」である。この志の連

携については、次項以降で詳細を述べていきたい。 

 

（２） 「志の連携」の意義 

当組合が行っている「志の連携」は、主に２つ

に分けることができると考えている。一つは地域

の壁を越えるための連携であり、もう一つは専門

機関との連携である。 

先ずは地域の壁を越えるための連携についてで

ある。地域信用組合は、コミュニティの一員とし

て、営業拠点である支店の近隣の顧客と親密な関

係を構築する営業活動を基本とする。加えて、営

業地域も限定されている。したがって、限定され

た地域内においては優位性を発揮できるものの、

情報が地域を越えて展開する事業には対応できな

いことも多い。当組合も、東京都と千葉県の一部

を営業地域とする地域信用組合であり、当組合の

お客さまが営業地域以外に進出する場合はサポー

トできないし、営業地域外の事業者をご紹介いた

だいてもお断りすることがほとんどであった。こ

の地域の壁は、地域信用組合だけではなく、地方

銀行、信用金庫等を含めた地域金融機関が共通し

て抱える課題といえる。 

 次に専門機関との連携についてである。金融機

関は、顧客の様々なニーズに応えていく必要があ

る。経営、事業、財務、人事、税務等、広範囲に

亘り、高い専門性が要求されるケースも多い。信

用組合の場合、人的なエネルギーも限られており

単独で全てのニーズに応えるのは難しく、様々な

分野で質の高い専門家を紹介することが顧客ニー

ズの解決に繋がる。 

両方の連携で共通して言えることだが、実際の

連携の効果が上がり長続きするためには、連携先

同士が同じ想いを持ち続けることが必要だと思

う。真に地域を良くしたい、顧客の役に立ちたい

との想いを持ち続けることで、お互いの協力体制

は継続していく。当組合は、「単独主義を採らな

い、連携することでより高いサービスが提供でき

る」と考えている。 

以上のように、地域金融機関同士が繋がること

で情報は地域を越えて展開されるし、様々な質の

高い専門家と繋がることが質の高いサービスの提

供に繋がる。顧客の利便性が確実に増加すること

で、その金融機関ひいてはその連携しているネッ

トワーク自体の価値も大きく向上すると思う。連

携の最初の段階は、１対１の単発のやり取りが中

心になるが、連携先の数が増えてやり取りの内容

が濃密になることで、連携先のネットワーク自体

の価値を向上することになる。一つひとつの金融

機関と取引している顧客にも、連携の果実を提供

できると考える。 

 

（３） 「志の連携」の現況 

 ２０１６年２月に、新潟県にある糸魚川信用組

合と塩沢信用組合という２つの信用組合との連携

協定締結をスタートに、地域の壁を越えるための

連携は、２０２０年２月末現在では、３７金融機

関、１０行政に及ぶ。当初は、以下の表－１に示

すように、地方の信用組合との連携が中心であっ

たが、連携先は金融機関の業態を超え地方銀行、

信用金庫に及ぶとともに、行政とも連携協定を締

結することになった。また、図－１に示すよう

に、連携先は北海道から鹿児島県奄美大島にまで

広がっている。
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表－１ 金融機関と行政の連携先 

調印日 連携先 調印日 連携先 

２０１６．２．１５ 糸魚川信用組合 ２０１６．２．１５ 塩沢信用組合 

２０１６．４．１１ 北央信用組合 ２０１６．４．１５ いわき信用組合 

２０１６．４．１５ 秋田県信用組合 ２０１６．４．１８ 君津信用組合 

２０１６．６．３ 飛騨信用組合 ２０１６．７．１５ 笠岡信用組合 

２０１６．８．１０ はばたき信用組合 ２０１６．８．２３ あかぎ信用組合 

２０１６．９．５ 都留信用組合 ２０１６．９．３０ 全東栄信用組合 

２０１６．１０．７ 糸魚川市 ２０１６．１１．９ 那須信用組合 

２０１６．１１．１６ 益田信用組合 ２０１６．１１．２２ 埼玉信用組合 

２０１６．１２．２１ 真岡信用組合 ２０１７．４．１９ 富山県信用組合 

２０１７．５．１７ 愛知県信用組合 ２０１７．７．１１ 宮崎県南部信用組合 

２０１７．９．１２ あすか信用組合 ２０１７．９．２６ 新潟大栄信用組合 

２０１７．１０．２７ 宿毛商銀信用組合 ２０１７．１０．２７ 宿毛市 

２０１７．１２．１４ 藍澤證券 ２０１７．１２．１９ 三條信用組合 

２０１８．１．３０ 松阪市 ２０１８．２．１４ 東信用組合 

２０１８．２．１６ 東川町 ２０１８．２．２０ 串間市 

２０１８．２．２１ 宮崎太陽銀行 ２０１８．２．２７ ぐんまみらい信用組合 

２０１８．３．１４ 相双五条信用組合 ２０１８．３．２２ 城南信用金庫 

２０１８．５．２ 中ノ郷信用組合 ２０１８．５．２８ 福邦銀行 

２０１８．９．２５ 房総信用組合 ２０１８．９．２５ 奄美信用組合 

２０１８．１１．１ 小鹿野町 ２０１８．１１．８ みちのく銀行 

２０１８．１２．１２ 那須塩原市 ２０１８．１２．１３ 島根銀行 

２０１９．１．２３ 四万十市 ２０１９．６．４ 島田掛川信用金庫 

２０１９．８．１９ 延岡市 ２０２０．１．３１ きらやか銀行 

また、専門的な機関との連携も進み、以下の表

－２に示すように、日本政策金融公庫を始めとす

る公的機関、東京税理士会、東京都行政書士協会、

日本公認会計士協会東京会、東京３弁護士会（東

京、第一、第二）、東京都中小企業診断士協会等

の士業団体、大学等関係機関と広がっている。ま

た、現在力を入れているソーシャルビジネス支援

者との連携、一般事業会社とのビジネスマッチン

グなどを含む広範な連携先を構築することができ

た。
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図－１ 地方と東京を結ぶ金融機関と行政の連携日本地図 

 

表－２ 専門機関との連携状況

公的機関 日本政策金融公庫、中小企業基盤整備関東本部、住宅金融支援機構 

士業団体 

東京税理士会、東京都行政書士会、日本公認会計士協会東京会、 

東京３弁護士会（東京、第一、第二）、東京都中小企業診断士協会 

大学、大学子会社 

東京理科大学、大正大学、文教大学、近畿大学、東京理科大学インベストメ

ント・マネジメント株式会社、青山学院ヒューマン・イノベーション・コン

サルティング株式会社 

ソーシャルビジネス関係 

グラミン日本、パブリックリソース財団、株式会社ｅｕｍｏ、 

プラスソーシャルインベストメント株式会社 

その他事業会社 

オラガ総研、コイニー、ＣＡＭＰＦＩＲＥ、ダイヤモンド社、 

Ｒｅａｄｙｆｏｒ、カウテレビジョン、オマツリジャパン他 
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（４） 「志の連携」の目指すところ 

この４年間で「志の連携」は、大いに広がった

ことに間違いないが、これで完了したわけではな

い。東京と地方を結びつける金融機関や行政との

連携では、日本国内にまだ空白の地域も存在し、

空白地域をできるだけ埋めることでもネットワー

ク自体の価値は高まると思われる。しかしなが

ら、空白地域を埋めることも大切だが、更に重要

なことは連携先との繋がりを太くしていくことだ

と考えている。情報交換の頻度を上げる、交換す

る情報の種類を増やす、交換する情報の質を上げ

る等々の取組である。この４年間は、連携先の拡

大が中心になっていたことは確かであり、連携先

との繋がりを太くすることに力を入れる時期であ

ることに間違いない。 

現在、当組合を中心とする連携ネットワーク

は、人と人が情報交換を行うことに特徴があり、

そのための信頼感もある。しかしながら、ネット

ワーク全体の情報管理にはネットの活用は必要不

可欠で、ネットを活用したうえで基本は人が介在

するハイブリッド型のネットワークが目指すべき

ところではないかと考えている。 

 専門機関との連携も、更に範囲を広げていく必

要があると考える。顧客に迅速に専門機関を紹介

できるように、併せて一つひとつの専門機関との

情報交換がスムーズに進む態勢を整備していかな

ければならない。 

 こうした取り組みを進めることがネットワーク

の価値向上になり、ネットワークに属する当組合

を含めた一つひとつの機関、それに繋がる顧客も

メリットを得られるものであると信じている。 

 

２．「志の連携」での地方創生の取組 

 

（１） 当組合が推進する「地産都消」 

地方創生においては、通常「地産地消」が提唱

されている。「地産地消」とは「地元で生産した

ものを地元で消費する」ということで、生産者と

消費者をその地域内で結び付ける施策である。生

産者と消費者同士の顔が見え、直接話し合える関

係となることで、地域内における農業等の産業の

活性化を意図する。 

 「地産地消」に基づく地域のニーズを汲み取っ

た生産や消費は、確かに地域の活性化に貢献する

と思えるが、人口の減少や生産者の高齢化等に悩

む地方の状況を踏まえれば、すぐに限界が見えて

くる。そうした状況の閉ざされた一定の地域の中

で、「人・もの・金」を循環させるよりは、東京

等の大消費地も含めてダイナミックに「人・も

の・金」を循環させる方が経済的な効果も遥かに

大きく、地方にとっても大きなメリットを得るこ

とができると考えている。 

現在、大手流通業が地方各地に進出している

が、現地の雇用等には確かに貢献しているが、そ

こで上げた利益は最終的には東京の本社が吸い上

げてしまう。地域内のみで流通している地域の特

産物は地元ではそれほど珍しいものと扱われず、

安価な価格設定がなされるが、同じ物を東京で販

売すればその地方で考えられない価格で取引され

るケースがある。そのうえ、売上や利益は地方に

戻ってくる。 

 地方には知られていない優れた商品が数多くあ

り、それを生産するのは地方の小規模事業者であ

ることが多い。そうした事業者の商品は大量生産

が難しく、大手量販店への納入にそぐわないこと

が多い。それに対して、我々信用組合の顧客は小

規模事業者が中心であり、当組合こそが東京でそ

うした商品を販売先に繋ぐ役割を担えるのではな

いかと考え、「地産都消」の取組を開始した。 

 

（２） 当組合が地方創生に取り組む理由 

 東京も様々な問題を抱えているが、日本全体を

見れば、東京への一極集中はまだ進んでおり、一

部の地方都市を除けば、地方の衰退は続いている

と考えざるを得ない。当組合は東京を営業地域と

する信用組合で、地方に比べれば東京の受けてい

る影響は小さい。しかしながら、東京の繁栄は地

方に支えられて成り立っているもので、地方の衰

退が進めば日本全体の衰退も進み、最終的には東

京も影響を受けざるを得ない。 

 「当組合の営業エリアである東京のみが良けれ

ばいい」という考えは当組合にはない、「連携先

の地方の金融機関や行政と共に各地方の活性化に

貢献することで、日本全体を元気にしたい」とい
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う想いで活動してきた。そうした連携先との活動

こそが共感を呼び、更に広がるはずであり、当組

合自体や連携先とのネットワークの価値を上げる

ものと信じている。 

 

３．具体的な協業取組事例①（主にスタート当

初からの取組） 

 

次に、２０１６年２月からスタートした「志の

連携」について、具体的な取組事例を紹介した

い。この章では、主にスタート当初からの取組事

例を紹介する。 

 

（１） 連携先同士の連携協定締結の実現 

前述の通り、当組合の地方創生に関する連携先

は、約４年間で３７金融機関と１０行政に及んで

いる。基本的には、当組合とそれぞれの機関の２

者契約が中心である（行政の場合は、当組合・行

政・地元金融機関の３者契約のケースもある）。

連携先のネットワークは、当組合がハブとなる形

ではあるが、一部連携先同士が連携協定を提携す

るケースが生まれている。こうしたケースは、連

携ネットワークの中で新たに横の繋がりができた

ことで、連携ネットワークがより強くなっている

と認識している。 

 連携先唯一の証券会社である藍澤証券は、当組

合と同様、地方創生や大学等との連携に力を入れ

る珍しい証券会社である。当組合と連携する前か

ら、山口県の西京銀行、静岡大学、近畿大学等と

連携し、地方創生や産学連携に力を入れていた。

同社は、当組合と連携後、当組合の連携先である

岡山県の笠岡信用組合、福井県の福邦銀行と連携

協定を締結した。また、当組合は、同社の紹介

で、近畿大学と新たに産学連携契約を締結した。 

 また、当組合がビジネスマッチング契約を締結

している一般事業会社を、地方の連携金融機関に

紹介して、同様、ビジネスマッチング契約の締結

に至った事例も複数ある。 

 その他にも、正式な連携には至っていないもの

の、東京の連携信用組合が地方の連携先信用組合

に声を掛け物産展を開催したり、顧客向け旅行等

で地方連携先信用組合の取引先ホテル等を利用す

ることもあった。 

 

（２） 地方連携オフィスの設置 

地方の連携先は、当組合本店２階の１室を「地

方連携オフィス」として自由に使うことができ

る。そのオフィスには鍵付の専用キャビネットも

設置され、その鍵も連携先に渡している。東京に

拠点を設けていない地方金融機関や行政に、「東

京支店」として活用してもらうためである。東京

への出張時の空き時間に落ち着いて仕事をした

り、東京での打合せで利用することもできる。 

 その他に、空いている会議室等も自由に使うこ

とができる。地方の行政に「Ｉターン・Ｕターン

集活セミナー」で利用されたこともあり、また地

方の行政と金融機関共同で開催する「サテライト

オフィス等企業誘致説明会」の会場として利用さ

れる予定もある。 

 

（３） 物産展の開催 

当組合では、連携先の地方金融機関の取引先等

に声をかけ、各地方の特色あふれる名産・特産を

販売する物産展を開催している。物産展では、東

京のスーパーや小売店ではあまり目にしない珍し

いものや、各地方の新鮮な食料品等が並び、当組

合の顧客を中心に多数来場され、毎回好評を博し

ている。この４年間で物産展の開催実績は約１０

０回で、販売業者は累計で約４００社にも及ぶ。 

開催場所は、当組合の本支店が中心であるが、

東京の連携先金融機関や、ある程度の来客数も期

待できる外部会場を利用するケースもあった。昨

年６月には、大正大学のキャンパスで、１０の連

携地方金融機関、その取引先販売業者２１先が参

加して、盛大に物産展を開催することができた。

それぞれの物産は大学の教員や学生にも購入され、

参加した販売業者からも好評だった。また、当組

合主催の物産展以外にも、地域のイベントに連携

先地方金融機関とその取引先販売業者が出店する

ことも多い。 

当組合は、歴史的経緯もあり東京都内の料亭や

飲食店との取引が多い。物産展に出展した地方の

食材をそうした料亭や飲食店にサンプルとして紹

介したところ、継続的な仕入に繋がった事例もあ



【調査・事例報告】 

った。  

 

（４） ビジネスマッチング 

 前項で物産展から継続的な仕入れに繋がった事

例を紹介したが、こうしたビジネスマッチングに

ついての地方側ニーズは大きい。連携先地方金融

機関より取引先の販路拡大のための協力依頼が数

多くある。販路拡大のための対応の場合、連携先

地方金融機関からの情報を本部で一括して受け付

け、対象先には支店から話をしている。年間約５

０件の依頼を受付し、結実に結び付いたのは約１

５件程度になる。水産物、みかんジュース等の食

品が中心ではあるが、相当数の結実実績がある。

当組合と連携先地方金融機関の間でのビジネスマ

ッチングが機能しており、顧客サイドからも相応

の期待感があるのは、お互いが金融機関の取引先

で、それぞれの金融機関が良く知ったうえで紹介

しているため、信頼感が醸成されているからでは

ないかと考える。利便性やスピードではネット上

のビジネスマッチングに劣るものの、金融機関が

仲介する信頼感は格別のものと思う。 

 現在、連携先地方金融機関の中では、本業支援

として取引先の販路拡大支援に力を入れるところ

が多い。また、自社自ら地域商社を設立して、各

地方の名産・特産の販売に力を入れる金融機関も

出てきている。ビジネスマッチングへの取組は、

着実に顧客ニーズも高まると思われるし、当組合

も更に取組を強化していく必要があると認識する。 

 

（５） 顧客の相互紹介 

 当組合は、糸魚川信用組合（最初に連携した金

融機関）や糸魚川市（最初に連携した行政）と連

携して、「糸魚川応援ローン」というコミュニテ

ィローンを開発した。この商品は、地元糸魚川の

物件を相続した東京に住んでいる方向けに、糸魚

川の物件の修繕等の費用を融資する商品である。

相続物件は糸魚川にあり、未利用で放置されるケ

ースも多い。糸魚川信用組合は地域の信用組合で

あり、東京に居住している相続人に融資をするこ

とはできない。そこで当組合が東京の相続人に融

資するというスキームだ。離れた地域金融機関同

士の協業のモデルケースの一つになると思われ

る。 

 当組合の支店の顧客が地方の物件を相続した事

例があった。連携先の地方金融機関の営業地域で

あったため、売り情報として情報提供をしたとこ

ろ、連携先地方金融機関の取引先が購入すること

になり、その金融機関は融資を実行し、当組合は

売却代金の一部を預金として預かることができ

た。 

 その他にも、連携先地方金融機関から取引先の

関係者が東京で開業するための資金相談を受け、

当組合で融資対応した事例や、当組合の顧客が地

方進出を行う情報を連携先地方金融機関に提供し、

地方で連携先金融機関から融資を受けた事例等が

ある。 

（６） 顧客同士の交流 

 当組合では「かんしんビジネスクラブ」という

経営者の交流会を定期的に開催しているが、連携

先地方金融機関も同様に地元経営者の交流会を立

ち上げ積極的に支援している。当組合の「かんし

んビジネスクラブ」定例交流会（毎回、それぞれ

のテーマに応じた専門家の講演中心）や、連携先

地方金融機関の経営者交流会、当組合の経営者と

の交流会を東京で開催したこともある。 

 また、当組合では年１～２回、明治座を借り切

って、個人の顧客向けに観劇会を開催している。

当組合単独では、明治座を借り切って利用するの

は採算的に厳しいが、複数の連携先金融機関が顧

客向けのツアーとして利用している。明治座の中

では、当組合を含めた複数の信用組合の理事長が

挨拶するとともに、客席でも複数の信用組合の顧

客が一緒に劇や歌を楽しむことになる。 

 

（７） 農業ファンドの組成と運営 

２０１７年３月に、当組合は連携先である全国

各地８信用組合と共同で、農業中小生産者に成長

資金を提供する目的で、農業ファンドを組成し

た。当組合（東京都）、北央信用組合（北海

道）、秋田県信用組合（秋田県）、いわき信用組

合（福島県）、あかぎ信用組合（群馬県）、君津

信用組合（千葉県）、糸魚川信用組合（新潟

県）、都留信用組合（山梨県）、笠岡信用組合
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（岡山県）の９信用組合が各２０百万円で合計１

８０百万円、それに加えて日本政策金融公庫が１

７６百万円、ファンド運営者である恒信サービス

㈱（当組合１００％子会社）と㈱フューチャーベ

ンチャーキャピタルが各２百万円、総額３６０百

万円のファンドである。エクイティでの資金供給

を行い、農業の六次化等を長期スパンで支援して

安定的な成長を実現することを目的としている。 

 地方の各信用組合が投資先を発掘する役割を担

い、消費地の東京に拠点を置く当組合が販売先開

拓を担うというのが、基本的な役割である。日本

政策金融公庫が出資する地銀とともに組成したフ

ァンドに比べ、本ファンドは、参加する金融機

関、投資対象先が広域となる等、初めての取り組

みであり、組成当初から注目されるものだった。

９組合のうち、ファンド業務の経験を持つのは、

当組合、秋田県信用組合、いわき信用組合の３組

合のみで、その他の６組合は出資対応の経験がな

かった。また、地方信用組合も、農業を行う取引

先の比率は低く、投資先を開拓できるかどうか不

安があった。 

 本ファンドの組成後３年が経過するが、投資先

は表－３の通り９先／１９０百万円となった。地

域的に偏ることもなく、生産物の重なりも少な

い。投資は当初予定を上回り順調に進んでいる、

残りの投資を進めるとともに、協力して投資先を

支援したいと思っている。 

投資実行時期 投資先 業種（生産物） 担当信用組合 
投資金額 

（百万円） 

２０１８年３月 Ａ社 乳牛、肉牛の生産・飼育・販売 
北央信用組合 

（北海道） 
１０ 

２０１８年３月 Ｂ社 バナナ、パパイヤの栽培・販売 
笠岡信用組合 

（岡山県） 
１０ 

２０１８年４月 Ｃ社 
小松菜、ほうれん草等の葉物

野菜の栽培・販売 

いわき信用組合 

（福島県） 
３０ 

２０１８年４月 Ｄ社 トマト、米、麦等の生産・販売 
あかぎ信用組合 

（群馬県） 
３０ 

２０１８年９月 Ｅ社 

植物工場による野菜（リーフ

レタス、サラダ菜）の生産・販

売、ぶどうの生産・販売 

笠岡信用組合 

（岡山県） 
１０ 

２０１８年１２月 Ｆ社 
ブロッコリー、大根、かぼちゃ

等の生産・販売 

北央信用組合 

（北海道） 
２０ 

２０１９年１月 Ｇ社 
ルッコラ、赤からし菜、わさび

菜の生産・販売 

第一勧業信用組合 

（東京都） 
３０ 

２０１９年２月 Ｈ社 米の生産、米加工品の販売 
秋田県信用組合 

（秋田県） 
３０ 

２０１９年３月 Ｉ社 いちごの生産・販売 
都留信用組合 

（山梨県） 
２０ 

合計 １９０ 

表－３ 農業ファンド出資内容 
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４．具体的な協業取組事例②（主に後半２年 

間での新たな取組） 

 

この章では、４年間の取り組みのうち、比較的新

しい取組を紹介したい。 

 

（１） 人事交流 

２０１７年１２月に、当組合が積極的に取り

組んでいる創業支援業務を学びたいとの依頼を

受け、みちのく銀行から６ヶ月間の短期トレー

ニーを受入れた（受入当時、みちのく銀行とは

連携協定未締結で、翌２０１８年１１月に連携

協定を締結した）。当組合が力を入れている創

業関係イベントである「地域クラウド交流会」

を学んでもらうとともに、当組合の親しい様々

な起業支援者（ベンチャーファンド関係者、ア

クセラレーター事業者、創業関係のアドバイザ

ー他）を紹介、起業家との面談も同席してもら

う等の機会を提供した。トレーニー本人が熱心

に吸収したこともあり、若手にとって短期間で

あっても環境を変えて違った経験をすることは

本人の成長に大きく寄与することを学んだ。 

 ２０１８年１０月からは当組合の職員の外部

トレーニーの派遣を開始するとともに、外部か

らのトレーニー受入も継続した。現在、当組合

からの外部トレーニーの派遣は延７先（行政２

先、金融機関３先、一般事業会社２先）７名、

当組合が受入れた外部トレーニーは５先（行政

１先、金融機関４先）５名となっている。外部

トレーニーから戻ってきた当組合職員は、都

度、役員等を前にして成果報告会を実施してい

るが、全員が新たな視点を得て自分の業務へ認

識を新たに取り組む姿勢を見ると、違った環境

での経験は何ものにも変えがたいものと痛感し

た。一方、当組合が受入れたトレーニーに対し

ても各人に新たな刺激を与えることができたと

確信している。また、困った時には直ぐに連絡

ができるトレーニー時に構築した人脈は、派遣

元に戻っても貴重な財産になるはずである。 

人事交流は、今後も継続していく予定である。

職員一人ひとりが大きく成長できるとともに、組

織同士の関係もより強固な関係となる。 

 

（２） 事業承継連携協議会 

地域経済の活性維持のための大きな課題の一

つに、事業継承問題がある。経営者の高齢化が

進み、後継者難に伴う廃業の増加は、全国共通

の悩みである。特に、創業件数が限られている

地方では、経済の衰退に直結する。 

 当組合は、後継者不在先等の事業売却を支援

するために、２０１８年６月に一般事業会社の

株式会社トランビと提携した。同社は、中小企

業のＭ＆Ａを専門に手掛けるインターネット上

のＭ＆Ａプラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」を

運営し、後継者不在先等が売り手として登録し

て、全国の買い手とマッチングするサービスを

展開している。 

プラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」の買い手

が東京圏の企業・個人中心であることに着目し

て、２０１９年１月～３月に、地方の連携先金

融機関にプラットフォーム「ＴＲＡＮＢＩ」を

活用した事業承継問題全般の横連携である「事

業承継連携協議会」立ち上げの声掛けを行っ

た。本協議会では、情報ストックの共有化と活

用はもちろんのこと、交渉ノウハウや成功事例

の共有を目指すものである。地方金融機関の事

業継続問題に関する問題意識は大きく、本趣旨

に賛同する金融機関も多く、２０１９年５月に

当組合を含む２５の金融機関で「事業承継連携

協議会」を発足し設立総会を開催した。それ以

降も、３ヶ月程度毎に定例会を開催し情報交換

等を行っている。 

このように、特定のテーマについて、連携先地

方金融機関自らが興味を持つものに自主的に手

を上げ、地域を越えて繋がり協業していく。今後、

こうした活動を更に幾つかのテーマで展開でき

ればと思っている。 

 

（３） ＪＰＢＶ、ちいきん会 

当組合は、２０１８年７月、国際的なサステ

ィナブル金融機関の組織であるＧＡＢＶ（Ｔｈ

ｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｌｌｉａｎｃｅ ｆｏｒ 

Ｂａｎｋｉｎｇ ｏｎ Ｖａｌｕｅｓ）に日本

で初めて加入した。このＧＡＢＶは２００９年
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に、リーマンショックを引き起こした利益至上

主義の金融を反面教師として、それぞれの価値

を重視した金融を実践していくことを目指し

て、ヨーロッパの金融機関を中心に誕生した組

織だ。現在、世界での加盟金融機関は６３金融

機関で、ヨーロッパ、北米、南米、アジア、オ

セアニア、アフリカに広がっている。ＧＡＢＶ

は、以下の６原則を基本とする。①持続可能な

経済・社会・環境の発展に対する貢献、②コミ

ュニティに根ざした実体経済への対応、③顧客

との長期的な関係性を維持、④長期的な視野に

立ち外的な混乱に直面してもオペレーションを

維持、⑤透明性かつ包括的なガバナンス、⑥上

記５つの原則全てが金融機関のカルチャー、以

上が６原則の内容である。当組合の取組自体が

この６原則に合致しており目指すべきところと

認識し、ＧＡＢＶに加入申請した次第である。 

このＧＡＢＶの理念を日本で共有・実践してい

こうと立ち上げたのが、ＪＰＢＶ（Ｔｈｅ Ｊ

ａｐａｎｅｓｅ Ｐｒａｃｔｉｔｉｏｎｅｒｓ 

ｆｏｒ Ｂａｎｋｉｎｇ ｏｎ Ｖａｌｕｅ

ｓ）である。ＧＡＢＶの理念「利益よりも価値

を大切にする金融」にある価値とは、ＧＡＢＶ

に参加する金融機関によって優先度は異なる。

環境問題を最優先の課題とする金融機関もあれ

ば、貧困撲滅、教育等の問題解決を最優先に掲

げる金融機関もある。日本の金融機関において

も、それぞれにとって最重要である課題を再認

識しその実現に向けた第一歩を踏み出すことを

目的としている。２０１８年１２月にキックオ

フイベントを開催して、以降定期的に定例会を

開催している。メンバーは金融機関役職員中心

で（一部は金融機関と関係のある金融サポータ

ーメンバー）、毎回の定例会には平均６０名程

度が参加している。定例会では、毎回金融機関

が重点課題として取り組むべきテーマを選定し

て、その分野の有識者をお呼びして基調講演・

パネルディスカッションを行い、全員がグルー

プに分かれ有識者も各グループに加わり、グル

ープディスカッションを行っている。 

ＪＰＢＶに加入している金融機関は当組合の

連携先も多いが、連携していない金融機関もあ

る。また、信用組合以外の金融機関には、大手

金融機関、地方銀行、信用金庫もある。ＪＰＢ

Ｖには、やる気のある金融機関が集まり何らか

の協業を目指す姿がある。前述の「事業承継連

携協議会」と同様、やる気のある金融機関の協

業の形になると思う。早々、具体的な成果に結

実すると期待している。 

「ちいきん会」とは、全国の公務員が集う

「よんなな会」を参考に、公務員と金融機関職

員を対象とするイベント、２０１９年３月に初

回開催をし、それ以降も２回開催し１年間で３

回開催した。熱い公務員と熱い金融機関職員を

結び付け自由闊達な意見交換を行えば、その交

流の中から地方創生における何か新しい動きを

生み出すことができるのではないかと意図した

ものである。当組合は事務局として参加し、連

携先金融機関に声を掛け金融機関側の参加者を

募った。こうした交流から実際の地域創生の連

携事例が生まれることを期待している。 

 

５．今後に向けて 

 

この４年間で地域を越える「志の連携」先は

着実に増加したし、様々な取り組みも行った。

しかしながら、まだまだ取り組まなければなら

ないことは多く、更に取り組みを進捗させるこ

とで、この連携先ネットワークの価値を向上さ

せることができると思っている。連携先の価値

ネットワークを向上させることは、当組合自体

の価値向上に繋がるし、当組合の顧客にも果実

を提供することにもなる。また、連携先金融機

関やその顧客も同様にプラスの影響を受けられ

るはずだ。 

地域毎に特性があり、地方創生に決まった解

はないと思う。ただ、当組合の様々な取り組み

が地方創生の一つのモデルケースとして、地方

金融機関の参考になるように、具体的な事例を

積み上げられるよう引き続き全力で取り組んで

いきたい。 

 

以上 
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学びでつながる地域振興プロジェクト 

遠藤 健治、阿部 忠義 

大正大学 地域構想研究所 南三陸支局 

（宮城県南三陸町） 

 

１．地域紹介 

 宮城県南三陸町は、世界三大漁場とも称される

三陸海岸に東向きに面し、残る三方を山に囲まれ

ている。連なる山々の尾根がほぼ町境と一致し、

分水嶺となっているため、水源から海に至るまで

が小さな１つの町の中で完結しているという特徴

的な自然環境を持っている。町に降った雨は町内

の森や里、街や川を経て海へと流れ込むため、漁

業が盛んに営まれる志津川湾の環境を左右するの

は、山々や森と里の環境、そして私たち町民のく

らしのスタイルそのものである。 

平成 23年 3月 11日、南三陸町は東日本大震災

により甚大な被害を受けたものの、その悲しみと

苦難の中で私たち町民は、町が元来より抱えてい

た根源的な課題を見直し、新たな町へと生まれ変

わるきっかけとなった。 

こうした中、大正大学では震災直後いち早

く、TSR（＝大正大学の社会的責任）の理念に基

づき、南三陸町における現地ボランティアをはじ

めとした支援活動を展開。継続的な復興支援を行

った。このことがご縁となり、宿泊研修施設「南

三陸まなびの里いりやど」が建設され、平成25年

3月にオープンした。 

以来、東北再生私大ネット36をはじめ、全国

の大学や企業などの様々な研修ツアーの拠点とし

て利用されるようになった。地域の関係者ととも

に特色のある研修プログラム展開に努め、年間

3,000人を超える研修を受け入れるようになる。

特に令和元年度で4年目となった地域創生学部の

地域実習は、南三陸ならではのカリキュラムによ

り充実した42日間となり、大きな成果が得られ

た。この長い実習期間を乗り切ったことが、学生

はもちろん、私たち受入側の自信にもなった。 

こうした取り組みが、南三陸地域との交流・

活性化につながり、町にとってもなくてはならな

い研修施設に成長したと実感している。 

 

２．今後の活動方針 

東日本大震災から9年が経過した。南三陸町

は、復興に向けた発展期後半である令和元年度に

おいても、災害復旧事業としては最後の建築物と

なる生涯学習センターが4月に開館、12月には震

災復興祈念公園が一部開園するなど、復興完遂に

向けて着実に前進している。これからは、地域の

コミュニティーの再構築や生業の再生などのソフ

ト面に注力し、その発展に向けた基盤を確立させ

ていくことが課題となっている。こうした概況の

中、今後の活動方針を次のように行うこととし

た。 

《活動方針》 

南三陸町では長い歴史のなか、これまでも幾た

びもの自然災害を乗り越えて、人々の営みが維持

されてきた。そのなかでも大きな東日本大震災を

経験し、私たちは「人と人のつながり」「自然と

人のつながり」「世代から世代へのつながり」の

大切さを気付かされた。 

その経験を生かし、次代を担う若者へ伝え、自

分にとって大切な価値観を得るきっかけとなり、

「未来を創る人」を育んでいくために、大正大学

地域構想研究所南三陸支局として、一般社団法人

南三陸研修センターはもちろん、地域とともに日

本一の研修フィールドを目指して、各事業に取り

組んでいく。また、大正大学のエリアキャンパス

として位置づけられている宿泊研修施設「南三陸

まなびの里いりやど」の適正な管理運営と機能充

実に努めていくとともに、更なる事業成果を積み



【地域支局通信】 

重ね、地域関係者と連携を図りながら持続可能な

事業の確立に努めていく。事業方針や定款で規定

された「目的および事業」に基づき、令和 2年度

事業の重点項目を下記のように捉えている。  

１) いりやどスタッフの意識・スキルの向上に

努め、より効率的に宿泊研修施設を運営でき

るように業務改善を行い、事業運営の安定化

を図る 

２） 東北再生「私大ネット３６」スタディツア

ーや地域創生学部地域実習の受入において、よ

り教育効果が得られプログラムの充実と、地域

に還元できるような仕掛けを行っていく 

３） バイオマス施設見学などの循環型社会への

取り組みを学ぶプログラムを実施するととも

に、各種団体を対象としたフルオーダーメイド

の研修プランや、スポーツ・アート・サークル

を対象とした合宿応援プランなどを売り込み、

積極的な集客活動をおこなう 

４） すがもアンテナショップ「座・ガモール」

等に参画し、新たな特産品の開発・発掘及び

販売者の調整や販売促進に取り組む 

５） 研修事業を展開する中でつながる関係人口

を構築し、移住促進・企業立地促進につなげて

いく取り組みをおこなう 

６）「情報発信等事業」などの自治体関連受託事

業へ積極的に取り組む 

以上のように、地域を学ぶフィールドとして研

修事業や地域振興事業、関係人口促進事業、地域

創生学部地域実習などを、地域内外の関係者の協

力を得ながら、積極的に展開していくとともに、

「まなびの里」のストーリーが、若者にとってイ

ンパクトのあるものになるよう意識しながら、各

種事業に取り組んでいく。こうした取り組みが大

きな成果となり、学生・社会人・地域人など関わ

る全ての人に良い意味での刺激となり、人づく

り・地域づくりの観点からも有益となるような地

域振興事業へ進化させていきたいと考えている。 

 

３．地域との連携・関係づくりの活動実績など 

南三陸町は、「森・里・海・ひと」をキーワ

ードに、各々がそれらの関わり合いを重要視した

取り組みを実践し、町の“復興”を超えた新たな

町づくりへと取り組んでいる。 

養殖施設の流出は過密養殖を解消し、結果的に海

洋環境や漁業者の環境配慮が一新され、国内初と

なる国際的な養殖認証“ASC”の取得へと至っ

た。一方、森林においては、古く伊達藩の時代か

ら重宝されていたブランド杉材「南三陸杉」を通

じた地域振興に取り組み、同じく国際的な森林認

証“FSC”の取得を果たし、これらの双方を併せ

て一自治体で取得した、世界的に見ても稀有な町

となっている。また、平成30年10月には志津川湾

が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地

に関する条約「ラムサール条約」に海藻藻場とし

ては国内で初めて指定登録された。 

こうした南三陸ならではの事由を新たな研修プ

ログラムに取り入れ、地域との連携や関係づくり

に努めながら、地域振興の一助を担っている。 

また、関係人口構築、移住促進・企業立地促進

のための事業活動や自治体関連受託事業へ積極的

に取り組んでおり、その地域貢献度は少なくな

く、今日では、南三陸研修センターの事業活動そ

のものが社会貢献につながっているものと自負し

ている。 

 

 

宿泊研修施設「南三陸まなびの里いりやど」 

 

以上 
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地域公共交通の再構築による新たなネットワーク 

―街なかサロンの創出に向けて― 

金田 綾子 

大正大学 地域構想研究所 最上支局 

（山形県最上町） 

 

１．バス運行の最上町の現状と課題 

 最上町では、町営バスの利用者が減少している

傾向にあるが、その理由として、高齢者や身障者

等の交通弱者とされる方々にとって、バス停留所

までの移動が大変であることと、運行ルートの便

数が足りないことなどが考えられる。そこで町で

は、利便性の向上を図るために、長年の政策課題

である「デマンド交通」の導入に向けて準備を進

めてきた。そしていよいよ令和元年度の３月より

一部のルートを、路線方式によるバス運行から予

約制乗合バス（デマンド型）に移行することに決

定した。 

 これによって、事前の電話予約による利用が必

要になり、予約センターの整備が必要となってき

た。 

 

２．予約センターの機能 

 デマンドシステムは高齢者等の外出支援を目的

とするものである。単に人を運ぶだけでなく、他

のサービスを付加させたシステムとして、最上町

らしい方式を確立することが、予約センターの機

能として求められる。町行政だけでなく関係団

体・機関との協働関係で進めることになり、「最上

町高齢者等の外出支援を考える会」を設置した。 

 

３．「最上町高齢者等の外出支援を考える会」 

 「最上町高齢者の外出支援を考える会」は、筆

者が副理事長を務める「NPO 法人アルカディアも

がみ」、「最上町社会福祉協議会」、「もがみ南部商

工会」、「株式会社まちプランニングもがみ」とい

った団体で構成されている。 

 会の目的は、高齢者等を中心にした外出支援に

向けて調査・検討会議を行い、現在町が進めてい

るデマンド交通システムとの連携・協働に資する

ことであり、ここで検討された事項の一部を、予

約センター機能のあるべき姿に取り入れることで

ある。 

 外出の機会が一日あたり一回以下の高齢者は、

毎日外出している高齢者に比べて、歩行障害のリ

スクや認知機能の低下のリスクが高いことが、研

究機関の調査により実証されている。 

 高齢者等の方が外出を控える理由としては、上

記以外にも「外出をサポートしてくれる人がいな

い」「魅力ある外出先が少ない」等が挙げられる。 

 こうしたことから、外出したくなる環境づくり

や、居場所の整備を伴う場の提供が、予約センタ

ーには求められているのである。 

 NPO 法人アルカディアもがみの事務所（みんな

の家）がちょうど街なかに位置していることもあ

り、予約センターの業務を担うべく、関係団体と

協議を進めている。現行の具体的な活動・検討協

議事項としては、次のようなことが挙げられてい

る。 

① 予約センター内での待ち時間をどう過ごすか

※軽食を提供するカフェ機能をもたせるか 

② 買い物支援の一助として、予約センター内に

商品の陳列や移動販売ができないか 

③ 健康応援店が年金支給日に開催する「青空市」、

又はマルシェのような場を予約センター内に

設けられないか 

④ 街なかの居場所づくりとして、ふれあいサロ

ン（囲碁や将棋、健康相談等）を設けられな
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いか 

⑤ 高齢者だけでなく、学童保育を受けていない

小学生や中学生、高校生等の利用も必要では

ないか 

⑥ これらを四者の団体がどのように役割分担を

していくか 

今後、以上のことを検討しながら、NPO法人ア

ルカディアもがみが予約センターとしての機能を

受託する方向で、町との協議を進めていく方針で

ある。 

次年度の目標としては、街なかサロンの機能強

化を図りながら、高齢者の居場所づくりを関係団

体と連携して進めていくつもりである。 

 

以上
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東京・地方の対流を促す教育プログラム開発と 

持続的なプログラムとしての自立を目指して 

天野 浩史 

大正大学 地域構想研究所 藤枝支局 

（静岡県藤枝市） 

 

藤枝支局立ち上げ2年目を迎え、大正大学を責

任大学として採択された内閣府学生対流促進事業

（以下、対流促進事業）に関わる藤枝エリアのコ

ーディネート、また大正大学の事業関連法人でも

ある現地法人「一般社団法人ミライヌ」として、

事業研究に取り組んだ1年だった。対流促進事業

においては、昨年同様、地域創生学部の地域実習

期間内に大正大生15名が、静岡産業大学との単位

互換科目「しずおか学」の受講を通じた産業大生

との学び合いに参加。また令和元年度は、静岡産

業大学生が大正大学の大学祭を視察するツアーを

企画し、事前説明会にて大正大生が学部の取り組

みを説明する機会を設けた。10月20日には、同じ

く対流促進事業に関わる島根大学生も加わり、大

正大学にて３大学の学生交流企画が実現した。昨

年以上に学生対流の質が高まり、それぞれの大学

での学びの共有、触発が起きる機会となった。 

 

また 8月 18日（日）から 8月 22日（木）にか

けて、対流促進事業「夏の短期プログラム」を実

施。昨年度の反省を踏まえ「一過性のプログラム

ではなく、持続的に地域と学生の対流が生まれる

プログラムを目指す」という目標を掲げた。令和

元年度は新たに「テクノロジーの変化でローカル

企業はどう変わったか／変わるか？」というテー

マのもと、参加希望学生が探究課題を決定。それ

に合わせた３つのプログラム「インターンシップ

プログラム」「フィールド調査プログラム」「社会

実験プログラム」を実験的に企画し、6 名の学生

が「テクノロジー」「ローカル企業」「変化」とい

うキーワードでプログラムに取り組んだ。ここで

は、それぞれのプログラム内容、成果を報告する。 

インターンシッププログラムでは、株式会社共

立アイコム、株式会社サンロフト、有限会社人と

農・自然をつなぐ会にて、３日間インターンシッ

プに取り組んだ。学生たちがそれぞれの企業にて

就業体験、営業同行や会議参加を通じて、テクノ

ロジーの変遷や実務でどのように取り入れられて

いるかを観察し、成果報告を行なった。中でも、有
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限会社人と農・自然をつなぐ会にてインターンシ

ップを行なった学生 A（地域創生学部 3年生）は、

その後の地域実習においてもインターンシップを

継続し、協力関係を築きながらイベントの支援を

するなど、連続的な関係構築、地域活動へと発展

をさせることができた。2 月には学内で有志を募

り、再び地域を訪れ、交流を継続している。 

フィールド調査プログラムでは、「地域実習で、

売り続けられる商品開発をしたい」という目標を

持つ学生 B（地域創生学部 3年生）が、3日間で約

20 店鋪の藤枝市内の個店を調査・ヒアリングし、

特徴や強みを分析した。加えて、そこで具体的な

地域実習でパートナーとなる店舗の目星をつけ、

実習期間中に老舗洋菓子屋ミラベルと大塚園との

コラボレーション商品「CHA.BU.RE:（チャブレ）」

を開発。「一過性の商品にしない」という想いもあ

り、実習終了後も大正大学のアンテナショップ

「座・ガモール」での販売や、再び藤枝市にやっ

てきて商品開発の打ち合わせを行うなど、精力的

に活動をしている。 

「社会実験プログラム」は、「継続的な実験を行

うこと」を前提としたプログラムだ。参加した学

生 C（地域創生学部 2 年生）は、広報やプロモー

ションに関心があり、1 年次での地域実習で取り

組んだ「Googleマップを使った地域資源の PR」を

拡張させ、「Google マイビジネス」を利用した個

店のプロモーション支援に取り組んだ。短期プロ

グラムでは、藤枝駅南で婦人服の販売や農作物の

販売、レンタルスペースの運営を行う藤枝キリン

ヤをプロジェクトパートナーとして、Googleマイ

ビジネスの実装や運用方法の打ち合わせや初期運

用を行った。実際に Google経由でのアクセス数や

客層など、今まで感覚的に把握されていたものが

定量的に把握されただけではなく、衣料品と農作

物販売のシナジー効果の発見や新しい PR の方法

など、定量化することによる発見も多く、藤枝キ

リンヤ代表の秋原氏からも「新しい取り組みで刺

激をもらった」と、報告会でコメントをいただい

た。学生 Cは、現在も東京でアクセス数などの解

析を続け、この分野を自分自身のテーマとして、

今後も探究を深めていくようである。 

 

 

プログラムの効果測定が今後の課題である。こ

れらの新たなプログラムの試験的実施により、そ

れぞれのプログラムによる学生たちの学習の連続

性、また地域をフィールドとすることによる継続

的なフィールドとの関係構築を見ることができた。

また、この成果を参照しながら、令和元年 2月 18

日（火）から 22日（土）まで行う「春の短期プロ

グラム」では、課題調査・提案・活動型プログラ

ムとして、藤枝市にある有限会社佐野石材と連携

し、経営課題に対して調査・提案を行うだけでは

なく、その後も継続的に提案実現に向けた活動を

行う形式で実施を予定している。私たちが想像し

ている以上に、学生たちは授業期間以外も地域を

訪れ、また地域で生活者とともに活動をしたいと

いう意欲が高いことを、令和元年度のプログラム

開発を通じて感じている。また大正大学に限らず、

連携している静岡産業大学はじめ、県内外の学生

たちは、機会と支援があれば、効果の高い学習や

持続的な活動発展へと結びつけられるのではない

か、ということにも気づくプログラム開発だった。

今後、よりその効果を客観的に示しながら、地域

に根付く事業として、地域社会に対しての価値創

出へと発展させていきたい。       以上 
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支局活動の広がりをもたらす大学の知見と 

今後の目標について 

鈴江 省吾 

大正大学 地域構想研究所 阿南支局 

（徳島県阿南市） 

 

阿南支局が開設されて3年目。この間、同時に

設立した大正大学地域創生ソリューションパート

ナー会社「株式会社すだっち阿南」とともに地域

創生に係る様々な取り組みを実践してきた。 

2019年度の活動を振り返ると、まず、阿南市と

大正大学の包括連携協定に基づく受託研究事業

では、11 月 23 日に高校生ミライ会議を開催。市

内５校の高校生 19 名と中小企業の若手経営者３

人、大正大学生 4人が「高校生が地元企業を知る

ための仕掛け」について話し合い、大学生は市内

24社を取材して制作した「ミライ企業冊子」を紹

介。会議の内容は後日「高校生ミライ新聞」にま

とめて各高校に配布した。また、各分野の専門家

が未来への提言を行う「あなん未来会議」を２月

28日に開催。今回は「AI時代に求められる教育」

について活発な議論が展開され、TV会議による運

営も好評価を得た。 

次に高校との連携では、「地域との協働による

高校改革推進事業」に着手した城西高校神山校の

コンソーシアム会議に参画して「神山創造学」の

運営評価に携わった。現在、地域と一体となった

この取り組みを、阿南市内の高校にも伝えたいと

啓発活動に取り組んでいるところだ。 

また、本年度から徳島県との関わりも増えてき

た。移住の拡大や事業承継などを担う「なりわい

つなぐコーディネーター業務」では、大正大学生

とともに阿南市の魅力を紹介するセミナーを有

楽町のふるさと回帰センターで開催。「県南キャ

ンパス事業」では、四国大学の調査研究に帯同し

て、地元商店街の案内や発表会のサポート役を担

った。さらに「四国の右下観光局」の依頼で、大

正大学地域構想研究所の村橋教授による「観光

DMO研修会」を開催した。 

まちづくりの分野では、阿南市から阿南駅前活

性化ワークショップ委員に委嘱され、新設される

「駅前緑地広場」の活用について高校生や商店主

と意見交換や提言を行った。店主の顔が見えるユ

ニークな取り組みで知られる「まちゼミ」にも参

画し、「お金の仕組み」や「料理」について考える

セミナーを開催。さらに地域活性化イベント「あ

なんまちマルシェ」の運営に携わり、当日は 3千

の人出で賑わった。また、市内でテレワークを推

進する女性グループ「NPO 法人エランヴィタル」

と連携して、子育て世代をターゲットにした地域

情報サイト「まけまけ阿南」の運営やまちかどフ

リーマーケットなどを企画している。 

企業との連携では、商工会議所と連携して市内

の中小企業との交流を深め、さらに地元信用金庫

と企業が一体となって関係人口を呼び込もうと

する「一般社団法人グランフィットネス観光協会」

に参画し、地域資源の掘り起こしや新たな情報発

信をスタートさせた。 

教育分野では、３月３日に阿南市教育振興計画

策定委員会で、大正大学の高校・企業マッチング

について事例発表を行ったほか、教育委員会の依

頼で外部評価の学識経験者として意見を述べた。

また、文化ホールの運営協議会委員も担っている。 

寺院との関わりでは、学生が実習でお世話にな

っている平等寺（四国霊場 22番札所）が主催する

マルシェと一体となった地域イベントの「初会式」

や「歩き遍路体験」「サイクルシェア事業」などに

参加し、交流を深めているところだ。 



【地域支局通信】 

以上が活動のあらましであるが、事業によって

は、大正大学地域構想研究所が編集する「地域人」

や「メールマガジン」などに寄稿して、情報発信

と大学との共有を図っている。 

このように関係各位の皆様のご支援をいただ

き、これまでの「地域実習」「阿南市との連携事業」

の主軸に加えて、新たな分野への関わりが徐々に

増えてきた。これは、地域創生に特化した支局と

株式会社すだっち阿南に対する行政や地域のニ

ーズの高まりが一因かもしれないが、毎月の「地

域人」で知る各地の地域創生最前線や毎週の地域

構想研究所運営会議で交わされる各研究員の取

り組み事例など、大正大学の知見を阿南市に照ら

し合わせてきた結果であるともいえる。 

筆者が支局長となって 3年。過去に務めてきた

市役所生活では見えなかった部分、特に中小企業

の皆さんが頑張っている姿に驚いた。また、大学

の研究員として地域創生の現状や可能性を深く

学ぶこともできた。東京一極集中、少子高齢化、

大規模店や通販の台頭、どこまでも進化する AI、

新型コロナウイルスの脅威など、目まぐるしい社

会変革のなかでどうすれば地方が生き残れるの

か。課題は山積みである。 

これまでの歩みで、阿南の未来にとって高校生

と企業がつながる大切さが見えてきた。今後は現

在の事業を継続しつつ、若者・企業・学校・行政・

地域が一体となって、若者の地元就職やローカル

ベンチャーを促進する「プラットフォームづくり」

を支局活動の大きな目標と捉え、地域実習や高校

との連携を絡めながら、取り組んでいきたいと考

えている。 

 

以上 



【地域支局通信】 

 

益田市の現状課題と未来への展望 

本田 行信 

大正大学 地域構想研究所 益田支局 

（島根県益田市） 

 

益田市は日本海と中国山地に面し、総面積の大

半を林野が占めている。中央部には清流日本一に

輝いた実績を持つ高津川があり、水質の良さがも

たらす鮎やモクズガニといった豊かな恵みを与え

てくれている。また柿本人麻呂、雪舟といった文

化人の終焉の地であり、中世の山陰地方を知るた

めの資料として非常に価値のある武家文書『益田

家文書』（東京大学史料編纂所に所蔵）で知られ

る益田氏の拠点だった。鎌倉時代に雪舟の作った

庭は、萬福寺、医光寺にあり、益田の観光資源

だ。また中世のみならず、幕末の第二次長州征伐

（石州口の戦い）の舞台、扇原関門などの史跡や

伝統文化、石見神楽の継承が熱心にされており、

自然や文化、歴史など資源豊富な町である。 

しかし大学進学等による若年層の都市圏流出、

高齢者の増加による人口減少は確実に進み、平成

25年4月には50,000人いた人口も平成30年12月末

では47,000人を割り、人口減少に歯止めをかける

ことは、昨年と変わらず重要な課題の一つとなっ

ている。 

そんな中、益田市では平成 27年に「益田市総合

戦略」を策定し（平成 29年 11月一部改訂）、「ひ

とづくり」を総合戦略を貫く大きなテーマと位置

づけた。それに伴い平成 28年 3月には「益田市ひ

とづくり協働構想」を策定し、生涯各期における

実施施策やテーマを明確にしている。平成 29 年

７月には、大正大学と人材育成や地域活性化に向

けた町づくりなどの諸分野において相互協力をす

る旨の連携協定を結んだ。地域創生学部生の実習

受入を開始したことは、益田市にとって非常に意

義のある出来事となった。 

益田市は大正大学だけでなく、島根大学、島根

県立大学とも連携協定を結んでおり、人材育成や

共同研究、まちづくり等の分野で相互の協力体制

が整備されている。連携協定は結んでいないもの

の、東洋大学や奈良大学、広島大学等のゼミや学

生が個人で益田市内の各地にて研究を行うなど、

そこで暮らす地域住民と共に問題解決に取り組む

といった活動も行われている。世代や出身地、住

んでいる地域等の違いを超えて「この街に何がで

きるのか」「ここをどうしていくか」を考え合い、

学び合う環境が整いつつある。 

各大学との連携が進む中、大学生や高校生、地

域住民や働く人々が集い、学び合い、高め合うた

めの拠点を整備する計画が進んでいる。【益田の未

来・魅力化推進拠点事業】と銘打たれたこの試み

は、大正大学をはじめ、大正大学地域構想研究所、

株式会社ティーマップ等の各機関の協力を得なが

ら、「産・学・官・民」の連携拠点となるような場

所を目指している。現在、整備が計画されている

場所は、鎌倉時代以降に益田市の中心となってい

た歴史文化遺産の多い場所であり、周辺には保育

所、幼稚園、小学校、中学校、３校の高等学校も

点在している。観光資源になりうる資源が身近に

あることで、その価値や活かし方についての再検

討を行うなど、世代間交流を図るには適した場所

となる。また益田市民が学びの場として活用でき

るよう、サテライトキャンパスとしての活用や、

市民の集うサード・プレイスとして役割を担うこ

とも期待されている。 

前述の通り、益田市は人口減少を最重要課題と

しなくてはならない状況にあるために、①定住の

基盤となるしごとをつくる、②結婚・出産・子育

ての希望をかなえる、③益田に回帰・流入・定着

するひとの流れをつくる、④地域にあるものを活

かし、安心して暮らせるまちをつくる、といった
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